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釧路市環境白書は、釧路市環境基本条例に基づいて毎年発行しています。 

この令和７年度版では、令和６年度における実績をとりまとめています。 

釧路市環境白書 

パソコンやタブレット、スマートフォンで読む 

釧路市環境白書に 

しおりが付きました。 

読みたいところが 

探しやすくなっています。 

 

https://www.city.kushiro.lg.jp/machi/kankyou/1004242/r07hakusyo.html 

しおりがあると 

読みたいところが 

探しやすい 

 
スマートフォンでも 

見られるんだね 

タブレット、スマートフォンでしおりを表示するには、Adobe Acrobat Reader などのしおり表示機能のあるアプリをインストールする

必要があります。 
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第１章 釧路市の環境行政 
 

 ■ 釧路市環境基本条例 

本市は、平成 12 年（2000 年）３月に「釧路

市環境基本条例」を制定しました。その後、平成 17

年（2005 年）10 月に阿寒町、音別町と合併して

新しい釧路市へ引き継がれました。この条例は、本市

の環境政策の考え方や進め方などの施策の基本的

な事柄を定めています。 

環境基本条例の主な内容 

（１）基本理念、施策の基本方針 

（２）市民、事業者、市の責務 

（３）環境基本計画・環境白書 

（４）基本的な施策 

（５）環境審議会 
 

 ■ 第 2 次釧路市環境基本計画 

本市は、令和３年（2021 年）３月に「第２次

釧路市環境基本計画」を策定しました。これは「釧路

市環境基本条例」に基づき、環境政策の目標や施

策の柱を定めるものです。 

なお、本計画は地球温暖化対策の一体的な推進

を図るため、「釧路市地球温暖化地域推進計画」を

包含しています。 

本計画の策定後、地球温暖化対策をめぐる国の

政策見直しや気候変動の影響に対応するため、令

和 6年（2024 年）3月に本計画を改定しました。 

本計画の改定で基本目標「低炭素社会の形成」

を「脱炭素社会の形成」に改め、基本施策に気候変

動適応策を追加しました。この施策は、気候変動法

に基づき策定した「釧路市気候変動適応計画」にあ

たり、本計画に包含する個別計画となります。 

 

（１）計画の期間 

令和 ３年度（2021 年度）から 

令和 12 年度（2030 年度）までの 10 年間 

（２）望ましい環境像 

市民、事業者、市が同じ方向性をもって計画を推

進していくため、本市がめざす将来のあるべき姿を望ま

しい環境像として設定しています。 

（３）施策の体系 

望ましい環境像を実現するため、５つの基本目標

と指標を定め、各種施策を展開しています。 

（４）進行管理 

本市の環境施策を計画的に推進するため、環境

対策推進会議を設置して、庁内各部局と連携を図

ります。年度ごとに計画の進捗状況を取りまとめた「釧

路市環境白書」を作成し、環境審議会に報告します。 

 

望ましい環境像 

人と自然がつながる、 

未来へつながる 

環境都市くしろ 
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❶自然環境の保全 

❷鳥獣保護・管理の推進 

❸地域の自然に対する理解と発信 

 望ましい環境像を実現するための５つの基本目標 

基本目標 基本施策 施策の方向性 

脱炭素社会の形成 地球温暖化防止対策 

【釧路市地球温暖化対策地域推進計画】 

■エネルギーの有効利用の推進 

■温暖化防止のための行動の推進 

■脱炭素型のまちづくりの推進 

■循環型社会の形成 

■地球温暖化対策の総合的・効果的な推進 

気候変動適応策 

【釧路市気候変動適応計画】 
■気候変動適応策の推進 

循環型社会の形成 ごみの減量化とリサイクルの推進 ■ごみの減量化とリサイクルの推進 

■バイオマスの利活用 

ごみの適正処理 ■ごみの適正処理の推進 

■ポイ捨て・不法投棄の防止 

自然との共生社会の実現 生物多様性の確保 ■自然環境の保全 

■鳥獣保護・管理の推進 

■地域の自然に対する理解と発信 

自然の持続可能な利用 ■持続可能な農林水産業の推進 

■歴史・文化的環境の保全 

住み良い生活環境の確保 大気環境の保全 ■大気汚染・悪臭の防止 

水環境の保全 ■水質汚濁の防止 

音環境の保全 ■騒音・振動の防止 

快適な生活環境の確保 ■公害防止対策 

■有害化学物質汚染の防止 

良好な景観形成の推進 ■良好な景観の形成 

ゆたかな緑とふれあえる水辺の確保 ■緑化による環境保全 

■健康、レクリエーション機能の維持 

環境教育・環境保全活動の推進 環境教育・環境学習の推進 ■学校における環境教育の推進 

■環境保全意識の向上 

■環境情報の充実 

環境保全活動の推進 ■協働による環境保全活動の推進 

■市民などによる環境保全活動への支援 

 

計画と SDGs との関連性 

SDGs（持続可能な開発目標）は、

2030 年までに「誰一人取り残さない」持続可

能な社会の実現を目指す世界共通の目標で

す。2015年の国連サミットにおいて全ての加盟

国が合意した「持続可能な開発のための

2030 アジェンダ」の中で掲げられ、17 の目標と

169 のターゲットから構成されています。 

本計画に基づく取り組みは SDGs で示され

ている 17 のゴール達成に貢献するものでもある

ことから、基本目標ごとに SDGs との関連性を

示し、SDGs の概念の理解促進や市民・事業

者への率先的な取り組みを促していきます。 
 

 

 

基本目標 
             

食料 健康/ 

福祉 

教育 水 エネル 

ギー 

経済 技術 

革新 

まちづくり 生産/ 

消費責任 

気候 

変動 

海洋 

資源 

陸域 

生態系 

パートナ

ーシップ 

脱炭素社会の形成  ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ●  

循環型社会の形成        ● ●  ● ●  

自然との共生社会の実現 ●   ●    ●  ● ● ● ● 

住み良い生活環境の確保  ●  ●  ●  ● ● ● ● ● ● 

環境教育・環境保全活動の推進    ●   ●  ● ● ●   ● 
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１ 
第２章 施策および環境の状況 

第１節 脱炭素社会の形成  

地球温暖化防止対策 
［1］環境の状況 

「気候変動に関する政府間パネル（IPCC）」が

令和３年（2021 年）に発表した第６次評価報

告書では、今後数十年で温室効果ガスの排出量を

大幅に削減しない限り、パリ協定の目標達成が極め

て困難であることが示されています。また、「1.5 度特

別報告書」では、自然や人間の社会に及ぶ気候関

連のリスクを抑えるためには、世界全体の平均気温

の上昇を 1.5 度以下に抑える必要があることが示さ

れており、そのためには 2050 年までに温室効果ガス

の排出量と吸収量を均衡させる「カーボンニュートラル」

の達成が必要であるとされています。 

本市においても令和３年２月に 2050 年のカー

ボンニュートラルを目指す「ゼロカーボンシティ」を宣言

し、まちづくりを進める重要な視点の一つとして位置

付けています。この達成に向けては、環境と経済の好

循環の実現を目指し、地域の様々な課題を温暖化

対策の取り組みの中で解決を図っていく必要がありま

す。
 
 
 

目標の進捗状況 

 
 

目標と管理指標 

指 標 
2022年度 

（令和４年度） 
2023年度 

（令和５年度） 
2024年度 

（令和６年度） 

目標値 
2030年度 

（令和12年度） 

釧路市の二酸化炭素排出量削減率 29.5％ 32.7％ 
統計数値未発表

のため算定不可 
48.0% 

関連する 

S D G s 

2,073
1,906 1,841 1,779

1,592
1,478 1,461

1,396

1,078

0

8.1

11.2
14.2

23.2

28.7 29.5

32.7

48.0

0

10

20

30

40

50

0

500

1000

1500

2000

2500

平成

25年度 29 30

令和

元 2 3 4 5

令和

12年度

釧路市の二酸化炭素排出量と削減率

二酸化炭素排出量

二酸化炭素排出量削減率

（目標）（基準年）

（千t-CO2） （%）

【釧路市地球温暖化対策地域推進計画】 
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［２］施策 

エネルギーの有効利用の推進 

施策の方向性 取り組み 

省エネルギーの推進 ■家庭・事業者向けに省エネルギー・再生可能

エネルギー機器を普及促進します。  

➀省エネ・再エネ機器導入補助 

②省エネ法の取り組み 

➂市有施設・公営住宅 ZEB・ZEH

化の検討 

④エネルギーの見える化の普及促進 

⑤次世代自動車の導入 

⑥水素社会の実現に向けた調査・

研究 

■家庭・事業者向けに省エネルギー・再生可能

エネルギー機器の導入を支援します。 

■ZEH（ネット・ゼロ・エネルギーハウス）および

ZEB（ネット・ゼロ・エネルギービル）の普及

啓発を行います。 

■市有施設において、省エネルギー設備の導

入を推進します。 

■市有施設の新築の際には ZEB 化の検討を

行います。 

■公営住宅に関する改善・建て替え事業に

ZEH 化の検討を行います。 

■市民向けに環境家計簿（アプリ）や HEMS

などの普及促進を図り、エネルギー使用量の

見える化を進めます。 

■事業者向けにデマンド監視装置や BEMS な

どの普及促進を図り、エネルギー使用量の見

える化を進めます。 

■公用車（特殊車両を除く）の導入は次世

代自動車を推進します。 

■次世代自動車を普及促進します。 

■水素社会の実現に向けた調査・研究を進め

ます。 

エネルギーの地産地消 ■オンサイト PPA による再生可能エネルギーの

導入を推進します。 

⑦釧路市再生可能エネルギー基本

戦略の策定・推進 

■地域マイクログリッドの導入を推進します。 

環境にやさしいエネルギー

の導入促進 

■釧路工業技術センターにより民間事業者に 

対し新エネルギーを活用した製品開発支援 

などを行います。 

⑧釧路工業技術センターの運営 

⑨市有施設への再生可能エネルギー等

導入 

⑩自然と共生する再生可能エネルギ

ーの導入推進 

⑪メタンガスのエネルギー源利用、 

下水汚泥の有効活用 

■市有施設において、再生可能エネルギーの

導入を推進します。 

■PPA モデルなどを普及促進します。 

■自然と共生する再生可能エネルギーの導入

を推進します。 

■バイオマス（木質・メタンガスなど）の利用を

推進します。 
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カーボンニュートラルの実現に向けた脱炭素化の取り組み 

 

本市では、カーボンニュートラルを宣言した国や 

「ゼロカーボン北海道」の実現を目指す北海道と

ベクトルを合わせ、庁内や地域に対し脱炭素化

に向けた情報の共有、発信および普及啓発を進

めています。 

令和６年３月には、第２次釧路市環境基

本計画に包含されている、地方公共団体実行

計画（区域施策編）にあたる「釧路市地球温

暖化対策地域推進計画」の改定を行い、令和

12 年度の二酸化炭素排出量の削減目標を

26％から 48％に引き上げました。 

 

 

 

この削減目標の達成に向けて、本市では公共

施設の省エネ改修などによる脱炭素化や庁内の

事務事業におけるエネルギー使用量の削減など

の取り組みを進めています。 

また、市民や事業者に向けては、釧路町や釧

路信用金庫と連携し、生活圏を共有する市民・

町民に対して脱炭素に

つながる暮らしの実践を

呼びかけるイベントや、管

内事業者向けのセミナー

の開催による普及啓発

を進めています。 

 
➀省エネ・再エネ機器導入補助 

本市では、平成 27 年度から家庭向けに住宅用
省エネルギー・再生可能エネルギー設備の設置促進
を目的とした補助制度として、eco ライフ促進支援
事業補助金制度を実施しています。 

 

②省エネ法の取り組み 

「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギ
ーへの転換等に関する法律（通称、省エネ法）」で
は、年間のエネルギー使用量（原油換算）が
1,500kL 超の特定事業者に対し、中長期計画書
および定期報告書の提出を義務付けています。 

本市では、市長部局、教育部局、水道部局の３
部局で特定事業者の指定を受けており、エネルギー
使用量の多い市有施設を調査し効果的な設備改
修、運用改善などを進めることで省エネルギーの推進
に努めています。 

また、定期報告書を基に全ての事業者を S、A、
B、C の４段階にクラス分けする「事業者クラス分け
評価制度」では、事業者のクラス分けに応じてメリハ
リのある指導が行われています。令和６年度は、水
道部局が S クラス（優良事業者）と評価されました。 

 

➂市有施設・公営住宅ZEB・ZEH化の検討 

本市の事務事業における温室効果ガス削減の取
り組みとして、市有施設や公営住宅の新築、改修の
際には、快適な室内環境を実現しながら、建物で消
費する年間のエネルギーの収支をゼロに近づける
ZEB（ネット・ゼロ・エネルギービル）・ZEH（ネット・
ゼロ・エネルギーハウス）化を検討しています。 
 

④エネルギーの見える化の普及促進 

各家庭のエネルギー使用量
を見える化することで、省エネと
CO2 排出量削減を推進するこ
とを目的に、本市では環境家計
簿を作成し、ホームページ等で
配布しています。 

また、北海道は環境省北海
道地方環境事務所と連携し、
家庭における CO2 排出量を見
える化できるアプリ「北海道ゼロ
チャレ！家計簿」を配布してお
り、本市でも、出前講座やSNS
を通じて普及を進めています。 

事業者向けの取り組みとしては、省エネ設備の導
入等を実施する市内の中小企業・小規模事業者を
対象に、釧路市中小企業等省エネ推進補助金によ
る省エネ診断の活用を支援しています。令和６年度
は省エネ診断の結果に基づき設備導入した４事業
者に補助を行いました。 
 

⑤次世代自動車の導入 

公用車の脱炭素化に向け、二酸化炭素排出量
の少ない次世代自動車の導入を進めています。 

令和６年度は、次世代自動車３台（プラグイン
ハイブリッド車３台）を導入しました。 

 

令和６年度 設備別補助実績 

対象設備 補助件数 

家庭用燃料電池 4件 

定置用蓄電池（パネル同時設置） 44件 

定置用蓄電池（単独設置） 16件 

ガスコジェネレーションシステム 6件 

事業者クラス分け評価制度による評価 

年度 市長部局 教育部局 水道部局 

令和４年度 B B S 

令和５年度 A B S 

令和６年度 A A S 

ゼロカーボン北海道ロゴマーク 
（釧路市版） 

 省エネルギーの推進 
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⑥水素社会の実現に向けた調査・研究 

水素は、利用時に二酸化炭素を排出しないクリー

ンエネルギーとして期待されています。市では、生産か

ら輸送、消費までのサプライチェーン構築による脱炭

素化の可能性を調査・研究するため、経済団体が

主体で実施している釧路地域水素エネルギー研究

会等に参加し、情報収集を行っています。 

 

 

⑦釧路市再生可能エネルギー基本戦略の策定・推進 

令和６年３月に、本市の豊かな自然環境を守り

つつ、脱炭素化と地域課題双方の解決を図ることを

目的とした、再生可能エネルギー導入のロードマップ

となる「釧路市再生可能エネルギー基本戦略」を策

定しました。 

この基本戦略では、公共施設への再生可能エネ

ルギー導入のほか、官民連携プロジェクトの組成によ

る地域裨益型の再エネ事業促進等を目標として掲

げています。 

 

 

⑧釧路工業技術センターの運営 

本市では、工業技術の研究開発や、技術者の

技術向上を図るため、釧路工業技術センターを設

置しています。釧路工業技術センターでは、民間事

業者に対し、省エネルギー関連機器の開発支援や、

再生可能エネルギーの導入検討の支援などを行い

ました。 

 

⑨市有施設への再生可能エネルギー等導入 

本市では、下記の市有施設において再生可能エ

ネルギー等を導入しています。 

 
太陽光発電導入施設 

施 設 名 
最大出力 

（kW） 
竣工時期 

昭和中央児童センター 6 平成 18 年 １月 

ウインドヒルくしろスーパーアリーナ

(湿原の風アリーナ釧路) 
10 平成 20 年 ９月 

湖畔小学校 10 平成 23 年 11 月 

中央小学校 10 平成 24 年 11 月 

釧路小学校 10 平成 24 年 12 月 

城山小学校 10 平成 27 年 ２月 

桜が丘小学校 10 平成 27 年 ２月 

春採中学校 10 平成 27 年 ２月 

鳥取中学校 10 平成 27 年 ２月 

鳥取小学校 10 平成 27 年 ３月 

共栄小学校 10 平成 27 年 ３月 

武佐小学校 10 平成 27 年 ３月 

昭和小学校 10 平成 27 年 ３月 

美原小学校 10 平成 27 年 ９月 

興津小学校 10 平成 27 年 11 月 

桜が丘中学校 10 平成 28 年 １月 

山花小中学校 5 平成 28 年 ２月 

鶴野小学校 10 平成 28 年 ３月 

大楽毛中学校 10 平成 28 年 ６月 

阿寒湖義務教育学校 10 令和 ２年 12 月 

 

バイオマス発電導入施設 

施 設 名 
最大出力 

（kW） 
竣工時期 

大楽毛下水終末処理場 49 令和４年 ３月 

 
⑩自然と共生する再生可能エネルギーの導入推進 

本市では、太陽光発電事業が自然と共生するも

のとなるよう、「釧路市自然と共生する太陽光発電

施設の設置に関するガイドライン」を策定し、令和５

年７月１日より施行開始しました。 

本ガイドラインは、10kW以上の事業用太陽光

発電施設を対象に、設置するのに適当でないエリア

の設定、希少な野生動植物等への配慮等遵守事

項、近隣住民への説明会の実施等について定める

ことで、自然環境への負荷が少ない発電施設の設

置誘導を進めています。 

また、設置にあたっては市への届出を義務付けて

います。 

 
ガイドラインに基づく太陽光発電施設の設置届出 

年度 届出件数 

令和５年度 5 

令和６年度 19 

 

⑪メタンガスのエネルギー源利用、下水汚泥の

有効活用 

令和４年度からは大楽毛下水終末処理場で、

汚泥処理の過程で発生するメタンガスを利用したガ

ス発電事業を実施しています。 

 また、下水汚泥は、コンポスト化などにより、たい肥

として有効活用しています。令和６年度は、発生し

た下水汚泥4,196tを有効活用しました。 

 

 環境にやさしいエネルギーの導入促進 

 エネルギーの地産地消 
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温暖化防止のための行動の推進 

施策の方向性 取り組み 

国民運動「デコ活」

の推進 

■脱炭素を意識した生活「デコ活」の普及と浸透を

図ります。 

⑫「デコ活」の普及啓発 

⑬エコドライブ講習会の実施 

⑭グリーン購入の普及啓発 ■釧路管内自治体と連携し、「デコ活」の普及啓

発を行います。 

■エコドライブを推進します。 

■WARM BIZ（ウォームビズ）の取り組みを普及

啓発します。 

■再配達防止をはじめとした脱炭素物流を普及

促進します。 

■公共交通機関の利用を促進します。 

■グリーン購入など環境に配慮した商品の購入を 

推進します。 

ゼロカーボンパークの

推進 

■国立公園内の市民・事業者・観光客に対し、脱

炭素・脱プラスチックの取り組みを普及促進しま

す。 

⑮国立公園内の脱炭素・脱プラス

チックの普及促進 

■ゼロカーボンパーク登録エリア内における再生可

能エネルギーや 100％再エネ由来電力の導入を

推進します。 

■釧路湿原の保全と気候変動への寄与について

の周知を進めます。 

地産地消の推進 ■地産地消くしろネットワークによる活動を推進 

します。 

⑯地産地消くしろネットワークによる

推進活動 

⑰地元材の活用 ■地元の森林資源活用の取り組みを推進します。 

 

⑫「デコ活」の普及啓発 

デコ活（脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを
創る国民運動）は、2050 年のカーボンニュートラル
実現に向け、環境省が推進している国民運動の愛
称です。 

本市では、令和 5 年 12 月 25 日に共同でデコ
活を宣言した釧路町・釧路信用金庫と３者で連携
し、家庭向けの普及啓発を目的とした「くしろみんな
の環境展」や、事業者向けの「デコ活くしろ・企業向
け脱炭素セミナー」を開催しています。 

令和６年度は、くしろ子育てネットワーク Haport
の協力のもと、子ども服の譲渡会を中心とした環境
展を開催し、子育て世帯を中心とした 400 名以上
の参加者に、デコ活の取り組みを呼びかけました。 

また、企業や行政関係者150 名が参加した企業
向けセミナーには、東京大学未来ビジョン研究センタ
ーの江守正多教授に登壇いただき、気候変動対策
に取り組む必要性について、ご講演いただきました。 

 

このほか本市単独の取り組みとして、SNS のインス

タグラム（P64、巻末参照）や防災庁舎、鳥取支

所、コアかがやきのモニター広告、デジタルサイネージ

でデコ活の取り組みの情報発信、環境イベントなどで

デコ活のパネル展示による市民への普及啓発を行っ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 国民運動「デコ活」の推進 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

デジタルサイネージ 

防災庁舎にて掲示 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

モニター広告 

防災庁舎、鳥取支所 

コアかがやきにて放映 
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釧路市・釧路町・釧路信用金庫の３者が推進するデコ活

の取り組みを「くしろデコ活アクション」と定めています。 

デ・・・電気でくしろをエコに 次世代自動車 

コ・・・子育て世代に エコ住宅 

カ・・・会社で取り組む ナチュラルビズ 

ツ・・・“つくって”“つかって” 地産地消 

 

本市では、このほかにもデコ活につながる取り組みの実践

を庁内や市民、事業者に呼びかけています。 

■省エネ・再エネ機器の導入 

■建物に ZEH・ZEB の省エネ普及啓発 

■次世代自動車の普及促進 

■オンサイト PPA による再生可能エネルギー導入の推進 

■地域マイクログリッドの導入推進 

■暖房に頼りすぎないウォームビズの実践 

■宅配便はできるだけ 1 回で受け取る再配達防止 

■公共交通機関の利用促進 

 

 

 

⑬エコドライブ講習会の実施 

本市では、自動車からの二酸化炭素排出量を削

減するため、アイドリングストップなどの環境負荷の軽

減に配慮して自動車を使用するエコドライブの普及、

推進に努めており、市民を対象にした出前講座にて、

その実践方法等を紹介しています。 

 
⑭グリーン購入の普及啓発 

リサイクル製品や省エネ型製品などの環境負荷の

低い製品やサービスを積極的に購入するグリーン購

入は、地球環境保全を進めるうえで重要な取り組

みです。 

本市では、「釧路市グリーン購入推進基本方針」

を定め、グリーン購入に取り組んでおり、令和６年度

のグリーン購入実績率は99.7%でした。 

 

 

 

⑮国立公園内の脱炭素・脱プラスチックの普及促進 

環境省は国立公園内における脱炭素・脱プラスチ

ックの取り組みを「ゼロカーボンパーク」として登録し、

推進しています。本市では、２つの国立公園で登録

がなされており、官民連携のもと、取り組みを進めて

います。 

 

 

ゼロカーボンパーク登録状況 

国立公園名 登録時期 

阿寒摩周国立公園 令 和 ４ 年  ３ 月 

釧路湿原国立公園 令 和 ４ 年  ７ 月 

 
ゼロカーボンパークで本市が実施している取り組み 

阿寒摩周国立公園（阿寒湖温泉エリア） 

阿寒湖アイヌシアターイコロ、阿寒湖まりむ館へのマイボトル

対応型給水器の設置によるペットボトルの利用削減 

公共施設への温泉熱を利用した熱交換システムの導入に

よる暖房設備の省エネ化 

国設阿寒湖畔スキー場で再生可能エネルギー比率

100%の電力を使用 

公共施設の建設・改修時に地域材を活用 

 
釧路湿原国立公園（釧路市エリア） 

釧路市湿原展望台でマイボトルへの給水スポット設置によ

るペットボトルの利用削減 

釧路市湿原展望台のレストランにてエゾシカを活用したメニ

ューの提供により、食を通じたサステナブル観光を普及啓発 

釧路湿原の炭素吸収効果などを紹介するパネルの展示 

 

 
 

⑯地産地消くしろネットワークによる推進活動 

地産地消の活動に地域一体と

なって取り組むため、生産者、流

通事業者、支援団体などによる

「地産地消くしろネットワーク」で

は、SNSによる情報発信や地場

産品をテーマに、企業と連携した

PRイベントを開催しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑰地元材の活用 

本市は面積の約74％を森林が占めており、この

豊かな森林資源を活用する取り組みを推進するた

め、平成22年に「釧路森林資源活用円卓会議」を

設置し、令和６年度は全体会議を１回開催しまし

た。 

また、利用期を迎えたカラマツなどの地域材を高次

加工し、それを地域内で利用する体制整備を目標

とした「くしろ木づなプロジェクト」を実施し、商品開発

や人材研修、普及啓発イベントを行いました。 

令和６年度 活動実績 

イベント名 実施回数 

地産地消親子イベント  ２回 

小学校への出前授業 19回 

地産地消PRイベント ３回 

地場産品を活用した料理教室 ２回 

 地産地消の推進 

 ゼロカーボンパークの推進 

脱炭素につながる豊かな暮らし

の取り組み「デコ活アクション」 
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脱炭素型のまちづくりの推進 

施策の方向性 取り組み 

コンパクトなまちづくり

の推進 

■環境負荷の低い公共交通体系の構築に努めま

す。 

⑱乗合タクシーの運行 

⑲公共交通の維持と利用促進 

⑳交通ネットワークの整備 ■公共交通の維持と利用促進に努めます。 

■交通ネットワークの整備による環境負荷低減を

検討します。 

既設住宅・空き家対策 ■既設住宅の省エネリフォームを推進します。 ㉑住宅エコリフォーム補助 

㉒空家等対策 ■関係機関と連携し、空き家の有効利用を推進し

ます。 

公営住宅対策 ■公営住宅に関する改善・建て替え事業に ZEH

化の検討を行います（再掲） 

○市有施設・公営住宅 ZEB・

ZEH 化の検討（P５参照） 

公共インフラの 

脱炭素化の推進 

■公共インフラにおける再生可能エネルギーの活用

を推進します。 

㉓公共インフラにおける再生可能エ

ネルギーの活用と設備の省エネ

ルギー化 
■公共インフラ設備の省エネルギー化に努めます。 

温室効果ガスの 

吸収源対策 

■市有林の計画的な伐採や植栽などの整備を行

い、森林吸収による温室効果ガスの削減を促進

します。 

㉔市有林の整備 

㉕植樹・育樹事業 

○地元材の活用（P８参照） 

㉖石炭由来の二酸化炭素の 

利活用 

㉗水産養殖の支援 

■釧路湿原の保全と気候変動への寄与について

の周知を進めます。（再掲） 

■地元の森林資源活用の取り組みを推進します。

（再掲） 

■地域資源である石炭由来の二酸化炭素を利活

用する CCUS などについて、調査・研究を進めま

す。 

■海藻類などが二酸化炭素を吸収・固定するブル

ーカーボンについて、先進事例の情報収集および

事業者などへの支援を進めます。 

■カーボンニュートラルに貢献する水産養殖に取り

組む事業者などの支援を行います。 

 

⑱乗合タクシーの運行 

本市では、人口密度の低い郊外部など路線バス

の採算性確保が困難となっている地域について、乗

合タクシーの活用など地域の実態に即した公共交通

体系の検討を行っています。 

現在、３地区で予約制の乗合タクシーの運行を

しており、利便性を損なうことなく、環境負荷の低い

公共交通体系を確保しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 コンパクトなまちづくりの推進 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

乗合タクシー

(桂恋・三津浦地区) 

 

令和６年度 運行実績 

地区名 運行開始年 運行率 

阿寒町布伏内地区 平成 22 年 50.1％  

阿寒町仁々志別地区 令和元年  8.1％  

桂恋・三津浦地区 令和２年 44.1％  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

乗合タクシー

(阿寒町仁々志別地区) 
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⑲公共交通の維持と利用促進 

本市では、持続可能な公共交通の実現に向けて、
利用者のニーズを把握した適切な公共交通体系の
再構築の検討や利用を促進するための取り組みを
進めています。 
 
令和６年度 各取り組みの実施状況 

バスに関する取り組み 

地域公共交通活性化協議会 ５回開催 

路線バスの利用促進に関するイベント ２回開催 

生活交通バス路線運行維持対策補助金の交付 

 

JRに関する取り組み 

JR釧網本線維持活性化沿線協議会

同協議会作業部会 

JR釧網本線維持活性化実行委員会 

１回開催 

２回開催 

２回開催 

釧網本線の抜本的な改善方策の検討につなげるための

取り組みとして、繁忙期に車両を増結のうえ指定席を導

入する実証実験や3日間乗り降り自由のフリーパス販売

に係る補助等の実施 

 
⑳交通ネットワークの整備 

本市では、交通ネットワークの整備による環境負

荷軽減の検討を進めています。 

 

 

㉑住宅エコリフォーム補助 

本市では、環境負荷が少なく、安心、安全で快
適な住環境の創出により、市民の住生活の向上と
市内産業の活性化を図ることを目的とした、釧路市
住宅エコリフォーム補助制度を実施しています。 

 
令和６年度 補助実績 

対象工事 補助件数 

省エネ改修工事 4件 

バリアフリー改修工事 26件 

 

㉒空家等対策 

市民が安全・安心に暮らすことのできる生活環境
を確保するため、本市では、「釧路市空家等対策計
画」を策定し、管理不十分な空家の抑制、空家など
の除却や活用の促進に向けた取り組みを進めていま
す。 

 
令和６年度 各取り組みの実施状況 

補助制度 補助件数 

釧路市不良空家等除却補助制度 30件 
 

相談会・セミナー 回数・人数 

釧路市無料空家合同相談会 

【会場】釧路市防災庁舎 
 

実施回数 1回 

来談組数（延べ）37組 

来談人数（延べ）50人 

釧路市空き家セミナー 

【会場】生涯学習センター 

 実施回数 1回 

聴講者 16人 

 

 

㉓公共インフラにおける再生可能エネルギーの活
用と設備の省エネルギー化 

公共インフラ施設の大楽毛下水終末処理場にお
いて、汚泥処理の過程で発生するメタンガスを利用
したガス発電を行っており、令和６年度の発電量は、
387,712kWh となっています。 

また、省エネルギーによる脱炭素を進めるため、処
理場では、水処理設備更新時における省エネ機器
の導入や既存設備の効率的な運転などにより、電
力使用量を削減しています。 

 

 

㉔市有林の整備 

本市では、森林の
多面的機能の持続
的な発揮を図るため、
市有林の整備を行っ
ています。 

 

年度 
除・間伐面積

（ha） 
市有林面積

（ha） 

令和４年度 95.98 5,221 

令和５年度 104.00 5,221 

令和６年度 69.25 5,221 

 

㉕植樹・育樹事業 

本市では、花と緑の豊かなまちづくりを目的に市
民参加による植樹祭を開催しているほか、植樹で植
えられた樹を育てる「育樹」を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

令和６年度 植樹実績 

地区名 種類・本数 参加人数 

釧路地区 ミズナラ５本  12 人 

阿寒地区 クロエゾマツ 300 本 120 人 

音別地区 エゾヤマザクラ 10 本  23 人 

 
 
 

 
 
 

 
令和６年度育樹事業 

（釧路地区） 

 温室効果ガスの吸収源対策 

 

 
 
 

 
 

 

令和６年度釧路市植樹祭 
（音別地区） 

 

 
 
 

 
 
 

令和６年度釧路市民植樹祭 
（阿寒地区） 

 既設住宅・空き家対策 

 公共インフラの脱炭素化の推進 
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㉖石炭由来の二酸化炭素の利活用 

本市では、日本で唯一の坑内掘石炭採掘による

石炭が生産されています。炭鉱の保安対策として、

石炭採掘跡では、埋め戻しが必要となっていますが、

埋め戻しの際に、石炭を燃やした後に出る石炭灰を

充填剤として活用するリサイクルが行われています。こ

のほか新技術開発に向けて、充填剤に二酸化炭素

を注入し、鉱物化させる実証試験が関係大学およ

び研究機関の協力によって行われており、脱炭素に

つながる取り組みとして調査・研究が進められていま

す。 

 

 

 

 

 

㉗水産養殖の支援 

天然のコンブ資源が減少していることから、漁業経

営の安定化と脱炭素の取り組み推進に向けて、コン

ブ養殖の実証実験を実施し、ブルーカーボンへの転

用可能性を調査している事業者への支援を行ってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

循環型社会の形成 

施策の方向性 取り組み 

ごみの減量化とリサイクル
の推進 

■ごみの減量化を推進します。 ㉘循環型社会の形成 

㉙水平リサイクルの推進 ■リサイクルを推進します。 

■ペットボトルなどの水平リサイクルを推進
します。 

バイオマスの利活用 ■畜産業における家畜ふん尿などの利活
用を推進します。 

○有機質肥料活用センターの有効活

用、家畜排せつ物の適正処理指導

（P20 参照） 

○メタンガスのエネルギー源利用、下水

汚泥の有効活用 （P６参照） 

■下水道におけるバイオガスの活用を推
進します。 

 

 

㉘循環型社会の形成 

釧路市環境基本計画の基本目標「循環型社会

の形成」の基本施策「ごみの減量化とリサイクルの推

進」の各取り組みによる資源循環を進めることで廃

棄物の処理に必要なエネルギー消費の抑制と温室

効果ガスの排出削減につなげています。（P17 参照） 

 

㉙水平リサイクルの推進 

本市では、令和４年４月から市内で発生する使

用済ペットボトルを新たなペットボトルに再生する「ボ

トル toボトル」の水平リサイクルを始めています。令和

６年度は使用済ペットボトル 903t を再生ペットボト

ルにリサイクルする事業者に引き渡しています。 

また、「ボトル to ボトル」によるリサイクル推進に向

けて、ペットボトル回収袋のデザインをリニューアルしま

した。また、市有施設のペットボトル回収箱にも水平

リサイクルを周知するシールを貼付しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

コンブの繁茂状況調査 

（釧路港東港区） 

 ごみの減量化とリサイクルの推進 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

市有施設のペットボトル回収箱に

貼付されている水平リサイクルの
周知シール 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

コンブの繁茂状況調査 

(釧路東部海域) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

デザインをリニューアルした 
ペットボトル回収袋 
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地球温暖化対策の総合的・効果的な推進 

施策の方向性 取り組み 

市の総合的な取り組み ■釧路市地球温暖化防止実行計画を策定
し、釧路市の事務事業により排出される温室
効果ガスの削減を推進します。 

㉚地球温暖化防止実行計画の 
策定・推進 

㉛釧路市役所環境配慮指針の推進  

㉜環境配慮契約方針策定の検討 

㉝釧路市地球温暖化対策地域 
推進計画の策定・推進 

■環境配慮契約方針を策定し、導入可能な
ものから環境配慮契約に取り組みます。 

■釧路市地球温暖化対策地域協議会と連
携し、釧路市において効果の高い啓発活動
について検討を進めます。 

 

 
㉚地球温暖化防止実行計画の策定・推進 

本市は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」

に基づき、地方公共団体実行計画（事務事業編）

にあたる「釧路市地球温暖化防止実行計画」を策

定し、市の事務事業における温室効果ガス削減の

取り組みを進めています。 

第５期計画では、令和12年度の温室効果ガス

排出量の削減目標を平成25年度比で50.0％以

上としているところ、令和６年度は20.0％の削減と

なりました。 

 

本市の事務事業における温室効果ガス排出量 (単位:t-CO2) 

温室効果ガスの 

種類 

2013(H25) 

(基準年) 
2024(R6) 

基準年比率 

(2024(R6)) 

二
酸
化
炭
素 

電気 43,508 31,979 ▲26.5％ 

Ａ重油 12,842 8,159 ▲36.5％ 

都市ガス 3,318 4,569 37.7％ 

熱供給 2,634 2,537 ▲3.7％ 

灯油 3,073 3,699 20.3％ 

軽油 762 750 ▲1.6％ 

ガソリン 535 475 ▲11.2％ 

LPG 149 120 ▲19.5％ 

メタン 1,575 2,560 62.5% 

一酸化二窒素 1,588 1,125 ▲29.2％ 

HFC 2 3 1.5% 

計 69,986 55,973 ▲20.0% 

※メタン、一酸化二窒素、HFC の排出量は地球温暖化係数による 

二酸化炭素換算値。 

 

㉛釧路市役所環境配慮指針の推進 

本市の事務事業における省資源・省エネルギー、

リサイクル製品の利用拡大、ごみの減量などを推進

するため、「釧路市役所環境配慮指針」に基づき、

環境配慮行動の率先実行やポスター掲示による啓

発などに努めています。 

 

 

 

 

㉜環境配慮契約方針策定の検討 

環境配慮契約は、入札にあたって価格に加えて

環境性能を含めた総合的な評価や裾切りをしたりす

ることによって、最も優れた製品やサービスなどを提供

する者と契約する仕組みです。本市でも、市有施設

から排出される二酸化炭素を削減するため、低炭素

電力に係る契約方針導入について検討を進めてい

ます。 

 

㉝釧路市地球温暖化対策地域推進計画の策定・推進 

本市は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」

に基づき、地方公共団体実行計画（区域施策編）

にあたる「釧路市地球温暖化対策地域推進計画」

を、第２次釧路市環境基本計画に含める形で策

定しています。 

令和６年３月には、当該計画部分を改定し、令

和 12 年度の二酸化炭素排出量を平成 25 年度と

比較して 48％削減することを目標としました。これに

伴い、目標達成に向けた取り組みも拡充し、自家消

費型の再生可能エネルギー導入促進や、事業者の

脱炭素化支援、ブルーカーボンの推進などを盛り込

んでいます。 

本計画の推進にあたり、釧路市地球温暖化対

策地域協議会を設置し、啓発活動や情報共有を

行ってきましたが、令和７年度に設置を予定してい

る「釧路市再生可能エネルギー基本戦略」の推進を

目的とした会議体に役割を移行する形で、当該協

議会を解散しました。 

なお、令和６年度は協議会として市内５カ所で

パネル展を実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

環境月間パネル展（釧路市中央図書館） 

 市の総合的な取り組み 
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気候変動適応策 

［1］環境の状況 

近年、気温の上昇、大雨の頻度の増加、それに

伴う農作物の品質低下や熱中症リスクの増加など、

気候変動によると思われる影響が全国各地で生じ

ており、その影響は釧路市にも現れています。さらに

今後、これらの影響が長期にわたり拡大するおそれ

があると考えられています。 

そのため、地球温暖化の要因である温室効果ガ

スの排出量を削減する対策（緩和策）に加え、気

候変動の影響による被害の回避・軽減対策（適

応策）に取り組んでいく必要があります。 

国では、気候変動の影響が今後さらに深刻化す

る懸念に対処するため、平成30年（2018年）に

「気候変動適応法」を制定し、令和５年（2023

年）には熱中症対策を強化する改正を行いました。 

「気候変動適応法」では地域の気候や地理など

の自然環境、産業・経済・社会状況によって異なる

ため、地域特性を熟知した地方公共団体が主体と

なって、地域の実情に応じた計画を策定し、施策を

推進するよう努めることを責務として定めています。 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

［２］施策（適応策） 

気候変動適応策の推進 

釧路市気候変動適応計画の策定 

本市では、気候変動の影響に適切に対処し、

被害を回避・軽減するための「適応策」を推進

するため、令和６年３月に第２次釧路市環

境基本計画に包含する「釧路市気候変動適

応計画」を策定しました。この計画では、各分

野における気候変動の影響を整理し、本市の

地域特性を踏まえた適応策を定めています。 

適応策の推進にあたっては、市民や事業者

が、気候変動の現状や生活、事業への影響を

認識し、熱中症や災害などに備えることも重要

となりますので本市では、出前講座や環境イベ

ントなどにおいて意識啓発を行っています。 
 

【農業・林業・水産業分野】 

項目 本市で懸念される気候変動の主な影響 気候変動の影響に対して本市が行う適応策 

農業 ■気温上昇や大雨による農作物の生育や品
質などへの影響 

➀営農への影響についての情報収集 

②大雨による被害を受けた農道の緊急工事 

林業 ■気温上昇などによる病害虫などの発生拡大 ➂薬剤散布による森林保護 

水産業 ■海水温の上昇などによる魚の回遊ルートの変
化などの影響 

④増養殖への影響についての情報収集および
事業者などによる調査研究への支援 

⑤海藻類の繁茂対策 

○カーボンニュートラルに貢献する水産養殖の推進 
 （P11 参照） 

関連する 
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釧路地点の年代別平均気温と降水量の推移
（1971～2024年） 

※気象庁気象統計情報 
※2020年代は 2021年～2024年の平均 

釧路市内各地点の夏日・真夏日・冬日日数の推移

※気象庁気象統計情報 
※釧路地点の真夏日は、ほぼ０日 

夏 日：日最高気温 25℃以上 
真夏日：日最高気温 30℃以上 
冬 日：日最低気温０℃未満 

【釧路市気候変動適応計画】 

地点 

年 

釧路 中徹別 阿寒湖畔 

夏日 冬日 夏日 真夏日 冬日 夏日 真夏日 冬日 

2020 11 146 45 14 187 40 6 186 

2021 19 127 47 13 175 38 12 176 

2022 11 130 45 4 182 32 1 177 

2023 35 123 67 22 166 60 12 171 

2024 23 139 74 12 170 53 5 171 
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➀営農への影響についての情報収集 

気温上昇や大雨による農作物の生育や品質など

への影響を、回避・軽減するために、栽培に適した

品種、営農方法の情報収集を行っています。 

 

②大雨による被害を受けた農道の緊急工事 

効率的な営農や農産物の輸送などの農業基盤と

なる農道を維持していくため、大雨による被害の発

生時には、緊急工事による復旧を行っています。 

 

 

 

➂薬剤散布による森林保護 

野ねずみの食害による森林被害を防ぐため、発生

動向を踏まえて、殺鼠剤の散布などの対策を行って

います。令和６年度は殺鼠剤を 145.70ha に散布

しました。 

 

 

 

④増養殖への影響についての情報収集および事

業者などによる調査研究への支援 

海洋環境に依存しない安定的な魚の供給を目

指し、高品質な水産物を生産するために、本市では、

水産関係者、試験研究機関、経済団体などで構

成される釧路市養殖事業調査研究協議会が実施

する釧路に適した養殖事業の事業化に向けた調

査・研究への支援を行っています。 

 

⑤海藻類の繁茂対策 

流氷の接岸がなくなるなどの海洋状況の変化から、

荒廃化が進んでいるコンブ漁場において、機能回復

および資源増大による漁業経営の安定化を図るた

め、本市では雑海藻を岩盤から除去する雑海藻駆

除事業を実施し、事業者への支援を行っています。

令和６年度は 115,000 ㎡の雑海藻駆除を行いま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【水環境・水資源分野】 

項目 本市で懸念される気候変動の主な影響 気候変動の影響に対して本市が行う適応策 

水資源 ■豪雨、水源水温の上昇、植物プランクトン

の増加による浄水処理への影響 

⑥原水水質の変化に対応可能な浄水処理技術

の導入や知見の共有 

○釧路川流域市町村や関係機関との連携による

水源保全（P45➂参照） 

⑦水質モニタリングなどによる水質管理体制の確保 

 

 

⑥原水水質の変化に対応可能な浄水処理技術

の導入や知見の共有 

変動の大きい原水水質に対処し、安定した水道

水の供給を行うため、最新の浄水技術の導入を進

めています。また、マニュアルの見直しなど水質検査に

係るシステムの改善を継続的に実施することで原水

の水質変化に対応しています。 

⑦水質モニタリングなどによる水質管理体制の

確保 

水源の河川の現況と将来予測を把握するために、

釧路、阿寒、音別の各地区で年４回の水源水質

試験を実施しています。 

 

 

 

 

 水資源 

 林業 

 水産業 

 農業 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

雑海藻が繁茂している状況 

（釧路東部海域） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

雑海藻の除去後 

（釧路東部海域） 
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【自然生態系分野】 

項目 本市で懸念される気候変動の主な影響 気候変動の影響に対して本市が行う適応策 

陸域生態系 ■気温上昇や降雪量減少によってエゾシカの

分布が拡大することによる植生への食害や農

業被害など 

○狩猟団体への有害鳥獣駆除業務の委託な

どによるエゾシカの個体数抑制（P36④参

照） 

淡水生態系 ■降水量の減少や湿度低下、積雪深の減少

による釧路湿原の乾燥化とそれにともなう植

物への影響 

⑧地域適応コンソーシアム事業（北海道・東

北地域）への参画と、釧路湿原への影響調

査についての情報収集 

 

 

⑧地域適応コンソーシアム事業への参画と、釧

路湿原への影響調査についての情報収集 

気温上昇や降水量の変化などによる釧路湿原の

水環境・生態系への影響調査が平成 29 年度から

令和元年度まで国の地域適応コンソーシアム事業

で実施され、その成果は、気候変動適応法に基づき、

設置された気候変動適応北海道広域協議会に引

き継がれ、本市も同協議会に構成員として参画して

います。令和４年度には、生態系を活用した防災・

減災（Eco-DRR）の事例として、釧路湿原などを

モデルケースとした適応アクションプラン 「釧路湿原

等の Eco-DRR 機能の保全」が策定されています。 

 

【自然災害・沿岸域分野】 

項目 本市で懸念される気候変動の主な影響 気候変動の影響に対して本市が行う適応策 

水害 ■大雨による洪水や浸水など ⑨河川整備事業による遊水地・河川の整備 

○河川の定期的な浚渫工事（P30⑧参照） 

⑩雨水管の整備 

沿岸 ■台風や波浪、海面水位上昇による高波・高

潮 

⑪管理者に対する漁港・海岸整備についての

要望の実施 

山地 ■大雨に伴う河川への土砂供給量の増大によ

る治水・利水機能の低下 

⑫造林事業や伐採処理による風倒木への対

応 

強風 ■台風による倒木など ⑬公共造林事業による倒木の残材・枝などを

整理する特殊地拵えや気象災害復旧造林 

 

 

⑨河川整備事業による遊水地・河川の整備 

大雨等による道路の冠水や住宅浸水の被害を
防ぐために、河川整備を進めています。令和6年度
は風連別川と星が浦川の河川改修を行いました。 
 

⑩雨水管の整備 

大雨等による道路の冠水や住宅浸水の被害を防
ぐために、雨水管の整備を進めています。令和６年
度末の雨水対策整備率は 62.1％となっています。 
 

 

 

⑪管理者に対する漁港・海岸整備についての要

望の実施 

海岸の浸食や高潮対策を推進するため、漁港や
海岸、防波堤の整備を北海道に要望しています。 

 

 

 

⑫造林事業や伐採処理による風倒木への対応 

風倒被害を受けた林地では、地形や被害状況

等を鑑みて造林方法の検討等を行い、治水・利水

機能の維持を図ります。 

 

 

 

⑬公共造林事業による倒木の残材・枝などを整

理する特殊地拵えや気象災害復旧造林 

気象災害で風倒被害を受けた林地では、倒木の

残材・枝などを整理する特殊地拵えを行い、復旧の

造林を行います。 

 

 

 

 

 淡水生態系 

 沿岸 

 水害 

 強風 

 山地 
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【健康分野】 

 

 

⑭熱中症予防に関する情報発信 

高温による熱中症のリスクに備えるため、本市では、

熱中症の予防について、ホームページや LINE などで

情報発信を行っています。 

 

 

⑮食中毒や感染症に関する関係団体・事業者

などへの指導や予防策の啓発 

食中毒のリスクに備えるため、本市では、食中毒

の予防について、ホームページや LINE などの情報発

信による啓発を行っています。 

【産業・経済活動分野】 

項目 本市で懸念される気候変動の主な影響 気候変動の影響に対して本市が行う適応策 

製造業 ■海水温上昇などによって水産物の生産量が

減少することによる原材料調達への影響 

○新たな原材料を使用した加工品製造の支

援（P19⑦参照） 

観光業 ■気温上昇や降雪量減少などによる観光・レ

ジャーへの影響 

■悪天候による屋外イベントへの影響 

⑯観光業への影響についての情報収集 

 

⑯観光業への影響についての情報収集 

 

【国民生活・都市生活分野】 

項目 本市で懸念される気候変動の主な影響 気候変動の影響に対して本市が行う適応策 

都市インフラ・ 

ライフライン 

■豪雨などによる停電 

■渇水や洪水、水質悪化による水道インフラへ

の影響 

⑰釧路市地域防災計画などによる災害予防、

応急対策の整備 

⑱水道施設における停電マニュアルの整備 

 

 
⑰釧路市地域防災計画などによる災害予防、
応急対策の整備 

⑱水道施設における停電マニュアルの整備 

停電時でも上水道の供給を停止する事が無いよ

う危害発生要因に応じた対応マニュアルを整備して

います。 

 

 

 

 

項目 本市で懸念される気候変動の主な影響 気候変動の影響に対して本市が行う適応策 

暑熱 ■高温による熱中症の増加、労働効率の低下 

■気温・水温の上昇などによる食中毒のリスク

増加 

⑭熱中症予防に関する情報発信 

⑮食中毒や感染症に関する関係団体・事業

者などへの指導や予防策の啓発 

令和６年度の状況 

観光・レジャー 影響および対応 

第50回くしろチューリップ＆花

フェア 

気温の上昇により、開花時期が早まり、イベント当日にはチューリップが一部枯れてしまい、

例年より少ない数しか咲いていなかった。 

くしろ冬まつり2025 降雪量の減少により、イベント会場での雪不足が生じ、外部からの雪運搬が必要となった。 

また、気温上昇により雪解けが発生したため、雪を利用するイベントの規模縮小を図った。 

国設阿寒湖畔スキー場 降雪量の減少や気温の上昇により、ゲレンデの完成時期がずれ込んでしまっていることから、

人工降雪機稼働時間の増加、オープン時期を遅らせることなどで対応。 

令和６年度の状況 

釧路市地域防災計画 毎年、見直しを実施 

災害協定締結 61件 

防災の出前講座や講演 50回 

実施整備事業 防災行政無線更新整備事業 

津波避難施設等整備事業 

 都市インフラ・ライフライン 

 観光業 

 暑熱 
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１ 
第２節 循環型社会の形成 

ごみの減量化とリサイクルの推進 

［1］環境の状況 

本市の家庭から排出される廃棄ごみ量は、道

内主要都市の中で比較的高い水準にあります。

その背景には、高齢化や単身世帯の増加に加え、

商品の個包装化や使い捨て商品の増加といった

消費行動の変化が影響していると考えられます。

また、ネット通販の拡大や食品廃棄の増加など、

廃棄物の種類や量が多様化しており、適切な対

応が求められています。こうした中で、限られた資    

源を活用するためには、発生抑制（リデュース）

や再使用（リユース）を推進するとともに、資源

物の分別排出を徹底することが重要です。 

本市では、市民と協力しながら循環型ライフスタ

イルを広げ、ごみ全体の減量とリサイクルの推進を

目指した取り組みを進めていきます。

 

目標の進捗状況 

※廃棄ごみとは、資源物以外の「可燃ごみ」、「不燃ごみ」、「粗大ごみ」のことをいいます。 

 

 

目標と管理指標 

指 標 
2019年度 

（令和元年度） 
2023年度 

（令和５年度） 
2024年度 

（令和６年度） 

目標値 
2030年度 

（令和12年度） 

ごみ排出量 68,857t 63,440t 60,928t 
62,597t 

(6,260t以上減量) 

家庭から出る廃棄ごみ量 

（市民１人１日あたり） 
568g 578g 581g 

543g 

(25g以上減量) 

リサイクル率 19.87% 20.21% 21.52％ 
26.80% 

(6.93pt以上増加) 

関連する 

S D G s 

リ
サ
イ
ク
ル
率 
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家庭から出る廃棄ごみ量（市民１人１日あたり）およびリサイクル率

家庭から出る廃棄ごみ量

リサイクル率

（目標）（基準年）

（ｇ） （%）（市民1人1日あたり）
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［２］施策 

ごみの減量化とリサイクルの推進 

施策の方向性 取り組み 

ごみ減量化の推進 ■ごみ発生・排出抑制に向けた行動を推

進していきます。 
①家庭における食品ロスの削減の推進 

②飲食店などと連携した食品ロス削減の推進 

③コンポスト化容器購入補助 

④電気生ごみ処理機購入補助 

⑤出前講座や生ごみ減量講習会の実施 

○釧路市役所環境配慮指針の推進 

（P12 参照） 

⑥リサイクル情報バンクの実施 

⑦未・低利用水産物の有効利用の促進 

■市民・事業者などと協働し、ごみの減量

化に向けて取り組んでいきます。 

■食品ロス削減に向けた、普及啓発を進

めていきます。 

■生ごみの水切りや堆肥化による減量

化・資源化を推進します。 

■公共施設からの廃棄物の減量化・資

源化に努めます。 

■不要となったものを、再利用する取り組

みを継続して進めていきます。 

■未・低利用水産物の有効利用を促進

します。 

リサイクルの推進 ■市民へ、分別・排出を行う必要性や実

施の効果などについて普及啓発してい

きます。 

⑧バス見学会の実施 

⑨環境教育授業の実施 

⑩資源物の排出指導 

⑪金属類・廃食用油などのリサイクル（売却） 

⑫集団資源回収奨励金制度の実施 

⑬使用済み小型家電リサイクルの取り組み 

⑭廃棄物の資源化に向けた調査・研究 

■市民や団体などに対し、集団資源回収

が取り組みやすい環境づくりを進めてい

きます。 

■資源物の回収拠点を増やすなど、利便

性の向上を検討していきます。 

■廃棄物の再資源化に向けた調査などを

進めていきます。 

① 家庭における食品ロスの削減の推進 

本市では、市民の食品ロス削減に対する理解を

深め、各家庭や職場で実際に取り組んでもらえるよ

う、イベント等で周知・啓発を行っています。さらに、

市内商業施設において、家庭で不要となった食品を 

 
令和６年度の啓発活動実績 回数 

市広報誌への掲載 7 回 

広報誌「環境ニュース」への掲載 0 回 

イオンモール釧路昭和でのフードドライブの実施

（毎月５日～11 日受付） 
12 回 

イベント形式でのフードドライブの開催 

（くしろ消費者まつり） 
１回 

インスタグラム・フェイスブックでの情報発信 通年 

集め、食品を必要とする方々に提供する「フードドラ

イブ」を事業者や市民団体と連携し実施しています。

この取り組みにより、食品ロスの削減だけでなく、地

域における助け合いや資源の有効活用を促進してい

ます。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ごみ減量化の推進 

フードドライブの実施（イオンモール釧路昭和） 

 



第２章 施策および環境の状況 第２節 循環型社会の形成 

19   釧路市環境白書 令和７年度版（2025 年度版） 

②飲食店などと連携した食品ロス削減の推進 

本市では、飲食店などにおける食品ロス削減の取
り組みとして、宴会や会食での食べ残しを減らす
「30・10（さんまるいちまる）運動」の普及啓発に
事業者の協力を得ながら取り組んでいます。 

また、令和６年度には、食品ロス削減の意識向
上を目的に、市内商業施設でパネル展を実施しまし
た。 

令和６年度の啓発活動実績 

食品ロスパネル展の開催 

ケーズデンキ釧路本店（10 月１日～15 日） 

コープさっぽろ貝塚店（10 月 18 日～28 日） 

「30・10 運動」の普及啓発 （12 月～１月） 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

③コンポスト化容器購入補助 

家庭から排出される生ごみの減量化と堆肥化に
よるリサイクルの促進を図るため、生ごみ堆肥（コン
ポスト）化容器の購入者に対し、購入費の一部を
助成しています。 

令和６年度は
13件助成し、制
度開始からの累
計で4,560件助
成しました。 

 

④電気生ごみ処理機購入補助 
ごみの減量をより一層促進するため、電気生ごみ

処理機の購入者に対し、購入費の一部を助成して
います。令和６年度は７件助成し、制度開始から
の累計で1,472件助成しました。 

 

 

 

 

 

 

 

➄出前講座や生ごみ減量講習会の実施 

廃棄物の減量およびリサイクルについて、出前講
座や生ごみ減量講習会を行っています。令和６年
度は、出前講座を２回開催し、20人の市民が受
講しました。また、生ごみ減量講習会を４回開催し、
49人の市民が参加しました。 

⑥リサイクル情報バンクの実施 

リサイクル情報バンクは、再使用の促進とごみの減

量を図る目的で、市が窓口となり、家庭で不用とな

った家具や自転車などを必要とする人へ紹介するこ

とで有効に活用してもらう制度です。 

令和６年度は75件の情報が寄せられ、うち30

件について再使用が図られました。 
 

⑦未・低利用水産物の有効利用の促進 

本市では、未・低利用水産

物を利用した製品の開発を行っ

ています。 

令和６年度は、ニシンを利用

し、フィッシュソーセージやハンバ

ーグを開発しました。 

 

 

 

⑧バス見学会の実施 

夏休み期間に、親子で資源物の収集から再商品

化までの見学会を開催し、家庭でのごみ分別や資

源活用を考える機会を提供しました。令和６年度は

紙資源およびプラスチック製容器包装のリサイクル工

程を紹介し、資源循環と地域産業への理解を深め

ていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
令和６年度開催実績 

開催日 ８月５日、８月７日、（２回） 

参加者数 22 名（11 組） 

見学先 

釧路市リサイクルセンター 

王子マテリア㈱釧路工場 

ネイチャーテック釧路 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
ニシンのハンバーグ 

 リサイクルの推進 

 

食品ロスパネル展（ケーズデンキ釧路本店） 
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⑨環境教育授業の実施 

本市は、令和４年に株式会社 JEPLAN と包括

連携協定を締結し、使用済ペットボトルを原料として

再びペットボトルに再生する「ボトル to ボトル」リサイク

ルや環境教育を推進しています。 

令和６年度は光

陽小学校で、同社

と連携し、ペットボト

ルリサイクルの仕組

みを学ぶボードゲー

ム「リサイコロ」を使っ

た環境教育授業を

実施しました。 
 

⑩資源物の排出指導 

本市では、資源物の排出指導の取り組みとして、

ホームページやチラシによる啓発、適正排出啓発看

板の設置、アパート・マンションオーナー・管理会社へ

適正排出に向けた協力依頼を行っています。 

令和６年度は 15 件の協力依頼を行いました。 

 

⑪金属類・廃食用油などのリサイクル（売却） 

資源物の有効利用や処分経費の節減を目的と

して、小・中学校給食センターや市立釧路総合病

院から排出される廃食用油と金属類、廃ポリ容器を

リサイクル業者に売却しています。令和６年度は廃

食用油631kg、廃油3,610L、金属類12,550kg

、廃ポリ容器413kgを売却しました。 

⑫集団資源回収奨励金制度の実施 

町内会、自治会、老人クラブなどを対象に、資源

物（新聞紙、雑誌、段ボール、紙パック）の回収量

に応じ、１kgあたり２円の奨励金を交付しています。 

令和６年度は267団体に2,709千円を交付し

ました。 

 
⑬使用済小型家電リサイクルの取り組み 

各家庭から排出される小型家電に含まれるレアメ

タルなどの有用金属を再資源化するため、不燃ごみ、

粗大ごみの中からピックアップ方式で小型家電を回

収しています。また、市役所本庁舎および各行政セ

ンターに小型家電回収ボックスを設置し、回収を行っ

ています。 

令和６年度は 26.72 t 回収しました。 

 

⑭廃棄物の資源化に向けた調査・研究 

本市では、微生物を活用した生ごみ分解消滅型

の実証実験を実施しており、家庭での導入による効

果や活用可能性について研究を進めています。また、

プラスチック資源循環促進法の施行を受け、プラスチ

ック廃棄物の排出、収集、再資源化のルート構築や、

コスト面の課題を含めた効果的な再資源化手法の

調査・研究を進めています。 

 
 
 
 

バイオマスの利活用 

施策の方向性 取り組み 

バイオマスの利活用 ■下水汚泥や家畜排せつ物の有効

利用を促進します。 

○メタンガスのエネルギー源利用、下水汚
泥の有効活用（P６参照） 

⑮有機質肥料活用センターの有効活用、
家畜排せつ物の適正処理指導 

⑯木質ペレットの利用促進 

■木質ペレットの利用を促進します。 

 

⑮有機質肥料活用センターの有効活用、家畜

排せつ物の適正処理指導 

家畜排せつ物による河川の水質汚濁や悪臭など

の環境の悪化を防止し、資源としての有効活用を

図るため、釧路市有機質肥料活用センターにおいて、

家畜排せつ物の回収、処理、有機質資源化が行

われています。 

 

⑯木質ペレットの利用促進 

木材のエネルギー利用は、樹木の成長過程にお

ける光合成によって、燃焼しても大気中の二酸化炭

素濃度に影響を与えないとされており、カーボンニュー

トラルに貢献する貴重なエネルギーとして期待されて

います。市役所本庁舎および音別町行政センターで

は、ペレットストーブの展示を通して、ペレット燃料を

はじめとした木質バイオマスの利用の普及に努めてい

ます。

 バイオマスの利活用 
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２ 
ごみの適正処理 
［1］環境の状況 

廃棄物処理事業は、生活環境の保全と公衆

衛生の向上を目的に、収集・運搬、中間処理、

最終処分の各段階を適正かつ効率的に行い、循

環型社会の実現と地球温暖化防止に貢献してい

ます。収集・運搬では、市民サービスの向上と効

率化を図りながら、分別排出されたごみを適切に

処理し、資源化につなげています。中間処理では、

ごみを種類別に適切に処理し、再利用資源の確

保やエネルギー回収を進めています。 

最終処分では、減量化・無害化した処理残さを

埋立処分し、資源物回収や熱回収を通じて最終

処分量の削減と処分場の延命化に努めています。 

また、市民との協働による清掃活動や SNS を

活用した啓発活動を通じ、適正排出の推進や環

境意識の向上に取り組んでいます。 

今後も、自然環境を守りながら、持続可能な

廃棄物処理を目指してまいります。

 

目標の進捗状況 

 
 

※最終処分場を使用する６市町村の合計 

 
 

目標と管理指標 

指 標 
基準年 

2017年度 
（平成29年度） 

2023年度 
（令和５年度） 

2024年度 
（令和６年度） 

目標値 
2030年度 

（令和12年度） 

埋め立て処分量 10,812t 10,934t 8,987t 
9,605t 

(1,207t以上減量) 

関連する 

S D G s 

10,812 10,939

9,592

10,934

8,987
9,605

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

平成29年度 令和3 4 5 6 令和12年度

埋め立て処分量

（目標）（基準年）

（t）
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［２］施策 

ごみの適正処理の推進 

施策の方向性 取り組み 

環境美化の推進 ■日常的なパトロールや排出ルールなどの指導に
よりごみステーションの管理支援に努めます。 ①地域パトロールによる適正排出指導 

②分別収集推進協力員との連携・協力 

③ごみ分別帳の作成・配布 

④市民との協働による清掃活動 

⑤釧路市 LINE 公式アカウント 

によるごみ出し支援 

■町内会や分別収集推進協力員などのごみス
テーション美化を支援します。 

■「釧路市みんなできれいな街にする条例」に基
づいた、清潔で美しいまちづくりや快適な生活
環境の保全を進めていきます。 

■共同住宅所有者や仲介業者に対し、共同住
宅居住者への分別・排出ルールの働きかけを
進めます。 

高齢者などへの対応 ■要介護者などのごみ排出困難者を支援するた
め、「ふれあい収集」の効率的な運用による対
応などを検討していきます。 

⑥ふれあい収集事業の実施 

産業廃棄物の 

適正処理 

■建設資材廃棄物などの有効利用を促進しま
す。 

⑦建設資材廃棄物などの有効利用 

⑧釧路広域連合清掃工場における 

事業系ごみの展開検査の実施 

廃棄物処理施設の

整備 

■釧路市資源リサイクルセンターなどの中間処理
施設の適正な維持管理を継続していきます。 

⑨中間処理施設の管理運営 

⑩釧路広域連合との連携 

⑪効率的な収集体制の検討 

⑫最終処分場の検討・整備 

■ごみの減量化を徹底し、最終処分場への埋め
立て処分量削減に努めます。 

■新たな最終処分場の整備を進めていきます。 

 

 

 

①地域パトロールによる適正排出指導 

本市では、ごみの散乱の原因となる不適正排出

ごみについて地域パトロールを毎日実施しています。

また、排出者を特定できた場合は、排出者への直接

的な指導を実施しています。 

令和６年度は 231 件の排出指導を行いました。 

 

②分別収集推進協力員との連携・協力 

ごみの適正な分別を推進するため、町内会から推

薦を受けた方を分別収集推進協力員として登録

（令和６年度372名登録）し、正しいごみの分別

やごみの排出環境の維持に取り組んでいます。 

 
 
 
 

③ごみ分別帳の作成・配布 

ごみの分別・排出方法

をお知らせする分別帳「ご

み分別・早見表ハンドブッ

ク」を作成し、転入者への

配布や、市公共施設や

郵便局に備え付けていま

す。令和６年度はごみ分

別帳 5,000 部を作成し

ました。 

 

 

 

 

 

 環境美化の推進 
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ポスターコンクール展示

会 

 
 
 
 
 
 
 

④市民との協働による清掃活動 

本市では、商工会議所や連合町内会などの各種

団体で構成する「釧路市マチをきれいにする推進協

議会」の主導のもと、きれいで住みよいまちづくりに努

めるために、清掃思想の啓発や清掃運動の実践に

取り組んでいます。 
 

●清掃意識啓発活動 

本市では、連合

町内会や自治会等

と連携し全市一斉

清掃の実施や市内

商業施設でのポイ

捨て防止街頭啓発

活動により、市民と

協働した美しい街づくりを推進しています。 

令和６年度 啓発活動実施状況 

行事 参加人数・実施場所 

ポイ捨て防止街頭啓発 
イオンモール釧路昭和出入口 
10 月 22 日実施 

 

●清掃運動の実践 

市民参加型の清掃イベントの開催や、市内の団

体や事業者における清掃活動を支援する「釧路市

クリーンパートナー制度（登録団体数 30 団体）」

等の清掃運動の推進を行っています。近年では、市

民ボランティア団体による自主的な清掃活動が活発

化し、保育園の園児による清掃等活動の幅が広が

ってきています。 
 

令和６年度 清掃活動実施状況 

行事 参加人数 

春の一斉清掃 209 町内会（約 5,476 人） 

春採公園クリーン作戦 悪天候予報により中止 

集まれ！ごみひろい隊会（春）  28 団体（246 人） 

集まれ！ごみひろい隊会（秋）  26 団体（166 人） 

秋の自主清掃 149 町内会（約 3,993 人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●清掃思想の普及 

 小学校および義務教育学校の３・４年生を対象

に「市民みんなできれいなマチに」をテーマとしたポスタ

ーコンクールを実施しました。応募作品は、市内商業

施設で展示会を開催したほか、市ホームページや釧

路新聞に掲載しました。また、株式会社釧路厚生

社のご協力でごみ収集車両へ掲示しています。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ごみ収集車両への掲示 

 
 
 
 
 
 
 

保育園児による清掃活動 

ポイ捨て防止街頭啓発 

 

集まれ！ごみひろい隊会 

 

 

  ごみの組成分析調査 

「ごみ」と言っても、中には「紙ごみ」「プラスチッ

クごみ」「生ごみ」などさまざまな種類があり、使え

なくなったものだけでなく、まだ使えるものやリサイ

クル可能な資源も含まれます。 

本市では、家庭から出る可燃ごみ、不燃ご

み、プラスチック製容器包装を調査し、ごみ減量

やリサイクル推進の基礎資料として活用していま

す。 

さらに、ごみの性質を把握するための調査を行

い、収集方法や処理施設の整備、施策の計画

づくりに欠かせない大切なデータとして活用してい

ます。 

令和６年度組成分析調査結果 
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⑤釧路市LINE公式アカウントによるごみ出し支援 

LINEを活用し、ごみの分別や排出の仕方が分か

らない場合に、検索できるサービスを実施しています。 

また、ごみの出し忘れがないよう、収集日のお知らせ

配信を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ふれあい収集事業の実施 

本市では、高齢者や障がいを持つ方々の生活を

支えるため、「ふれあい収集事業」を実施しています。

この事業は、ごみの排出が困難な高齢者や障がい

者の世帯を対象に、市職員が戸別に訪問し、家庭

ごみを収集する取り組みです。 

令和６年度末時点で978世帯を対象とし、地

域社会の中で誰もが安心して生活できる環境を目

指しています。また、この事業は、ごみの収集だけで

なく、訪問時に住民の安否確認を行う機会にもなっ

ており、地域の見守り体制の一環としても重要な役

割を果たしています。 

 

 

 

⑦建設資材廃棄物などの有効利用 

本市では、公共事業によって発生する建設資材

廃棄物の再使用や再生利用を、供給のバランスや

技術的な支障とならない範囲で行っています。 

令和６年度は、道路整備事業において、配合

率20％のアスファルト再生合材と、再生コンクリート

骨材をそれぞれ３件の工事に使用しました。 

 

⑧釧路広域連合清掃工場における 

事業系ごみの展開検査の実施 

本市では、資源ごみの分別促進、産業廃棄物

等の搬入防止のため事業系ごみの内容物検査  

（展開検査）を実施しています。分別が不十分で

あったり、産業廃棄物などの混入があったりした場合

は、持ち帰りの措置や指導を行うことで、ごみの正し

い分別を啓発しています。 

令和６年度は、12日間、10業者（31台）の

検査を実施しています。 

 
 

⑨中間処理施設の管理運営 

最終処分場へごみを埋め立てる前に、中間処理

施設で選別をすることで埋め立て量を削減し、最終

処分場の使用可能年数を延ばしています。中間処

理施設には、資源物として回収した新聞紙などの古

紙を選別するリサイクルセンターのほか、不燃ごみ・粗

大ごみから資源化可能な金属の回収や、焼却可能

なものを選別する粗大ごみ処理センターがあり、適切

な処理に努めています。 

 

令和６年度 回収された資源物の再資源化量 

資源物 再資源化量（t） 

古紙類 3,068 

缶類 481 

びん類 1,418 

白色トレイ 21 

ペットボトル 908 

金属類 937 

 

⑩釧路広域連合との連携 

釧路広域連合は、北海道のごみ処理の広域化

計画を踏まえ策定した釧路支庁管内ごみ広域処

理基本計画に基づき、可燃ごみの広域処理を目的

に、平成14年に設立された特別地方公共団体で、

市町村合併、弟子屈町や厚岸町の加入により、現

在は６市町村により構成されています。 

釧路広域連合では、広域ごみ焼却施設を運営し、

徹底した公害防止、熱エネルギーの有効利用、資

源物循環の推進を図りながら可燃ごみの広域処理

を行っています。 

令和６年度は 59,498t のごみを処理しました。

うち、釧路市のごみ量は 46,791t です。 

また、令和６年度には釧路広域連合清掃工場

で溶融スラグが1,489t生成されました。 

溶融スラグは、道路の路盤材として使用するなど、

有効利用を図っています。 

 

⑪効率的な収集体制の検討 

高齢化率の上昇に伴い、ふれあい収集対象世帯

が年々増加しています。これらに対応するため市では、

清掃事業検討委員会を開催し、収集車両の台数

や車両選択など、ごみ収集体制の検討を進めていま

す。 

令和６年度は清掃事業検討委員会を１回開

催しました。また、収集運搬業者から随時収集体制

に対する聞き取りを行い、より効率的なごみ収集ルー

トの在り方などの検討を行っています。 

 

 高齢者などへの対応 

 産業廃棄物の適正処理 

 廃棄物処理施設の整備 

捨てたいごみの種類を
入力すると 

ごみの出し方を教えて
くれます。 
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⑫最終処分場の検討・整備 

建設工事を進めていました最終処分場が令和５

年度に完成しました。 

埋立期間は、令和 6 年度から令和 20 年度まで

の 15 年間を予定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポイ捨て・不法投棄の防止 

施策の方向性 取り組み 

不法投棄対策の強化 ■巡視パトロールを継続し、不法投棄の 

未然防止に努めます。 
⑬不法投棄監視パトロールの実施 

⑭ごみポイ捨て防止対策の推進 

⑮放置自動車の対策 

⑯家電リサイクル法に則った適正排出指導 

⑰自然の番人宣言によるごみの不法投棄 
防止の啓発活動 

■「自然の番人宣言」による取り組みを

進め、ごみの不法投棄の撲滅に努め

ます。 

 

⑬不法投棄監視パトロールの実施 

テレビ、洗濯機、冷蔵庫などの家電リサイクル法

対象品や一般ごみの不法投棄に対処するため、本

市では、市民啓発、看板や監視カメラの設置などの

様々な未然防止活動を行っています。 

令和６年度は不法投棄多発地帯で243回の重

点パトロールを実施しました。不法投棄を発見した

際には、投棄者の特定に向けた調査などを行ってい

ます。 
 
⑭ごみポイ捨て防止対策の推進 

ごみの散乱を防止するための総合的な対策として、 

「釧路市みんなできれいな街にする条例」を制定して

おり、美観推進重点区域を指定しています。この区

域内で空き缶などおよび吸殻などを投棄した場合、

市は、持ち帰りや回収などの必要な措置について命

令することができます。命令に違反した場合、３万

円以下の罰金を課すこととしています。 
 
⑮放置自動車の対策 

道路や公園に放置されている自動車は、街の景

観を損なうばかりでなく、交通の障害、子どもの危険

な遊び場、放火、ごみの投棄場所になるなど様々な

悪影響を及ぼしています。 

本市では、釧路市自動車放置防止条例に基づ

き放置自動車の調査を行い、所有者が判明した場

合には撤去命令を、所有者が不明の場合は放置

自動車を廃自動車と認定したうえで撤去を行ってい

ます。 
 

令和６年度 放置自動車の発生確認および撤去の状況 

内 訳 台数 

令和５年度から繰り越した車両 6 

新たに確認した車両 8 

撤去した車両 11 

国や道に移管した車両 0 

調査終了とした車両 0 

令和７年度に繰り越した車両 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑯家電リサイクル法に則った適正排出指導 

本市では、巡回パトロールを実施しており、家電リ

サイクル法対象品を発見した際に、投棄者が特定で

きた場合は排出指導を行っています。 

令和６年度の排出指導はありませんでした。 

 

 不法投棄対策の強化 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 最終処分場の全景 

（令和６年 5 月撮影） 

 
 
 
 
 
 
 
 

市内に放置された自動車 
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⑰自然の番人宣言によるごみの不法投棄防止の

啓発指導 

本市では、ごみの不法投棄対策として、監視や、

関係行政機関による情報交換および合同現地調査

を目的としたパトロールなどの取り組みを進めています。

このほか、釧路管内８市町村による取り組みとして、

「自然の番人宣言」を制定しています。 
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１ 
第３節 自然との共生社会の実現 

生物多様性の確保 

［1］環境の状況 

本市は、太平洋に面し、釧路川や釧路湿原、春

採湖・阿寒湖・馬主来沼などの湖沼、阿寒・音別地

域における広大な森林など、多彩で雄大な自然環

境に恵まれた都市です。この自然環境に抱かれ、特

別天然記念物のタンチョウをはじめとする野生動物が

数多く生息しています。 

都市化が進む中、動植物の生息・生育環境の縮

小や有害鳥獣の増加、外来種による問題など、生

態系に少なからず影響が現れ始めています。そのため、

自然環境の保全と動植物の保護管理、外来種の

防除などの対応が必要となります。

 

   

 

関連する 

S D G s 

国立公園、鳥獣保護区 GIS データ(環境省生物多様性センター)を基に、釧路市環境保全課が作成 

国立公園および鳥獣保護区の指定状況 

⑦ 

➅ 

➀ 

➃

➀ 

➂ 

➁ 

➄ 

❶ 

鳥獣保護区（国指定） 

№ 名 称 

□1  釧路湿原鳥獣保護区 

鳥獣保護区（北海道指定） 

№ 名 称 

➀ 駒牧高谷鳥獣保護区 

➁ 春採湖鳥獣保護区 

➂ シュンクシタカラ鳥獣保護区 

➃ 阿寒湖鳥獣保護区 

➄ ペンケトー鳥獣保護区 

➅ 阿寒鳥獣保護区 

➆ キナシベツ湿原鳥獣保護区 

特定猟具使用禁止区域（銃器） 

№ 名 称 

❶ 北斗 

❷ 音別二俣 

 

□1  

❷ 

凡例 

国立公園（特別保護地区） 

国立公園（特別地域） 

国立公園 

ラムサール条約登録湿地 

鳥獣保護区（特別保護地区） 

鳥獣保護区 

特定猟具使用禁止区域（銃器） 
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釧路湿原の法令など指定状況 

区分 指定面積(ha) 釧路市域(ha) 根拠法令 

釧路湿原 

国立公園 

特別保護地区 6,490 - 

自然公園法 

第１種特別地域 2,321 - 

第２種特別地域 7,663 1,926 

第３種特別地域 3,303 109 

普通地域 9,011 560 

合計 28,788 2,595 

国指定釧路湿原鳥獣保護区 

（うち特別保護区） 

17,241 

（9,829） 

1,975 

  （1,687） 

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化

に関する法律 

ラムサール条約登録湿地 7,863 - 
特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿

地に関する条約 

国指定天然記念物「釧路湿原」 5,012 - 文化財保護法 

鳥通学術自然保護地区 7.05 - 北海道自然環境等保全条例 

 

阿寒湖温泉地区の法令など指定状況 

区分 指定面積(ha) 釧路市域(ha) 根拠法令 

阿寒摩周 

国立公園 

特別保護地区 10,460 5,704 

自然公園法 

第１種特別地域 20,718 3,221 

第２種特別地域 24,299 10,469 

第３種特別地域 17,386 3,703 

普通地域 18,550 2,501 

合計 91,413 25,598 

ラムサール条約登録湿地 1,318 1,318 
特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿

地に関する条約 

国指定特別天然記念物 

「阿寒湖のマリモ」 
- - 文化財保護法 

 

釧路地域で確認されている動植物の種類    

種類 釧路地域※ 北海道※ 全国※ 

植物（裸子植物、被子植物、シダ植物） 1,005 2,250 約 7,000 

哺乳類 28 66 160 

鳥類 237 501 約 700 

両生類・は虫類 8 21 191 

魚類（汽水・淡水魚類） 37 87 約 400 

昆虫類 959 11,241 約 32,000 

※ 釧路地域の数値は「平成16年度釧路市自然環境現況解析事業報告書」（釧路市 2005年）による。 
※ 北海道の数値は「北海道レッドリスト」による。 
※ 全国の数値は「環境省レッドリスト2020」の評価対象種数による。 

 

 
「北海道の希少野生動植物 北海道レッドデータブック2001」 

に記載されている希少野生動植物の種類 

種類 

本市で見られる希少種 

 釧路 

地域 

阿寒 

地域 

音別 

地域 

植物 81 60 32 3 

鳥類 31 24 15 2 

両生類 2 1 2 0 

魚類 9 7 4 1 

 

 

「北海道の外来種リスト 北海道ブルーリスト2010」 

に記載されている外来種の種類 

種類 

本市で見られる外来種 

 釧路 

地域 

阿寒 

地域 

音別 

地域 

植物 162 144 75 63 

哺乳類 4 4 4 1 

鳥類 2 1 0 2 

魚類 3 3 2 0 

その他 1 1 1 0 
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［２］施策 

自然環境の保全 

施策の方向性 取り組み 

釧路湿原国立公

園と阿寒摩周国立

公園の保全 

■国、北海道、関係町村と連携し、２つの国立公園の

自然環境の保全と整備の促進を図ります。 

➀釧路湿原国立公園連絡協議会 

②釧路湿原を美しくする会 

③釧路湿原自然再生事業 

④阿寒湖畔ビジターセンター運営 
推進協議会 

阿寒湖の保全 ■国、北海道、関係町村と連携し、マリモを中心とした

阿寒湖の生物多様性を確保するため、世界遺産登

録を目指した推進活動の展開と保全体制の整備を

行います。 

⑤阿寒湖世界自然遺産登録地域
連絡会議 

 

春採湖の保全 ■春採湖の水質を調査し、現況の把握に努めます。 ⑥春採湖調査会 

⑦春採湖環境保全計画の推進 ■春採湖環境保全計画を策定し推進します。 

河川などの保全 ■準用河川および普通河川の維持管理を行います。 ⑧河川の維持管理 

緑地の保全 ■関係機関や市民との連携協力、法制度などの適正

な運用や土地利用の適正な誘導により、緑地の保

全に努めます。 

⑨地域制緑地などの制度活用状況  

⑩釧路湿原の保護、保全を図るた 
めの都市的土地利用の考え方 

 

 

➀釧路湿原国立公園連絡協議会 

釧路湿原を取り囲む釧路市、釧路町、標茶町、

鶴居村の４市町村と環境省釧路自然環境事務

所、北海道釧路総合振興局で組織され、事務局

を市環境保全課に設置し、国立公園の適切な保

護および利用に係る施策、普及啓発の推進などを

実施しています。 

自然保護思想の普及啓発を図るため、温根内ビ

ジターセンターと塘路湖エコミュージアムセンターを拠

点に、自然ふれあい活動を月に２～４回実施して

います。また、釧路管内在住の子どもを対象とした

「こどもレンジャー」登録制度を設け、自然観察や工

作などの活動を行うほか、国立公園の美化清掃活

動を毎年実施しています。さらに、釧路湿原国立公

園のガイドブックやホームページ、SNS等を活用し、

釧路湿原国立公園に関する情報を提供しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年度 釧路湿原こどもレンジャー活動実績 

イベント名 開催日 
参加 

人数 

新発見！カヌーから見る釧路湿原 7月20日 11 

春採湖のウチダザリガニ捕獲体験教室 8月17日 8 

エゾシカ探検隊 数えて、学んで、作っち
ゃおう！ 

1月25日 12 

 

②釧路湿原を美しくする会 

釧路湿原国立公園の美化清掃を目的として組
織された「釧路湿原を美しくする会」は、４支部で構
成されており、それぞれ清掃活動を行っています。釧
路市支部は市環境保全課に設置され、毎年釧路
市湿原展望台とその周辺の清掃を行っています。 
 

③釧路湿原自然再生事業 

釧路湿原の自然再生を進めるために、平成 15
年 11 月に「釧路湿原自然再生協議会」が設立さ
れました。 

協議会では、「釧路湿原自然再生全体構想」に
沿って関係機関や地域住民と連携し、湿原生態系
の保全・再生や旧川復元などの事業を行っています。 

 釧路湿原国立公園と阿寒摩周国立公園の保全 

 

 

 

 

 

こどもレンジャーの活動 

 

 

 

 

 

クリーンデーの活動 
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④阿寒湖畔ビジターセンター運営推進協議会 

阿寒湖畔ビジターセンターは、阿寒摩周国立公

園西地区・阿寒湖周辺の自然散策の利用拠点と

して、環境省によって整備された施設です。運営は

釧路市、足寄町、関係行政機関、教育機関、自

然保護団体などで構成する「阿寒湖畔ビジターセン

ター運営推進協議会」によって行われています。同

協議会は阿寒湖畔ビジターセンターの運営管理と阿

寒摩周国立公園内の自然環境維持および適正な

利用の推進等を目的として各関係機関の連絡調

整を図り、自然ふれあい活動や美化清掃の推進な

どを通して、自然を保護・美化していく考えの普及に

努めています。 
 

 

 

⑤阿寒湖世界自然遺産登録地域連絡会議 

希少なマリモが生育する阿寒湖の自然環境を適

切に保全するため、世界自然遺産登録を目指し、

釧路市、弟子屈町、足寄町、国、北海道などの機

関、地元関係団体などによる「阿寒湖世界自然遺

産登録地域連絡会議」を設置しています。 

情報の共有と発信、地域一丸となった登録推進

活動の展開、そしてこれらを通じた自然環境の保全

を行う体制を整備し、学識者による学術的知見の

集積、調査研究活動の進捗状況などに応じて連絡

会議を開催しています。 
 

 

⑥春採湖調査会 

本市では、春採湖とその周辺の自然環境保全を

目的に、春採湖調査会を組織し、自然環境に関す

る専門分野からの分析のほか、春採湖調査報告

書・春採湖レポートを発行し、市のホームページに掲

載しています。 

また、春採湖に関するパネル展を毎年実施し、普

及啓発に取り組んでいます。 
 

⑦春採湖環境保全計画の推進 

本市では、北海道などの関係機関と連携し、春

採湖の水質浄化と環境整備を総合的・計画的に進

めるため、春採湖環境保全対策協議会を組織し、

春採湖環境保全計画を策定しています。 

現在は、令和８年度までの第４次計画に基づい

た取り組みを行っています。 

 

 

 

 

⑧河川の維持管理 

本市では、準用河

川および普通河川の

浚渫（しゅんせつ）や

清掃、護岸修繕など

を実施し、適切な維

持管理を進めていま

す。 

 

 

 

⑨地域制緑地などの制度活用状況 

本市では、およそ 14 万 ha が国立公園地域、保

安林、環境緑地保護地区などの地域制緑地に指

定されており、各法制度や条例に基づいて保全され

ています。都市計画区域内においては、13 カ所指

定されています。 
 
⑩釧路湿原の保護、保全を図るための都市的 

土地利用の考え方 

本市では、釧路湿原の保護、保全を図るために、

都市的土地利用の北限を水際線から６km 程度と

してきました。この考え方は、都市計画に関する基本

的な方針を定めた第２次釧路市都市計画マスター

プランにおいても堅持されています。 

 阿寒湖の保全 

 春採湖の保全 

 緑地の保全 

第４次春採湖環境保全計画   塩分の管理目標 

項目 管理目標 

湖内上層（淡水層）と下層（停滞
塩水層）の境界となる塩分躍層 

年間を通して水深
約３m 

 

第４次春採湖環境保全計画    水質保全目標 

水質項目 環境基準 期間目標 備考 

化学的酸素要求量 
（COD） 

5.0 
mg/L以下 

7.0 
mg/L以下 75％値 

全窒素 
（T-N） 

1.0 
mg/L以下 - 年平均値 

全リン 
（T-P） 

0.1 
mg/L以下 - 年平均値 

 

 

 

第４次春採湖環境保全計画 生物による環境指標 

項目 指標 

ヒブナ 
 

春採湖ヒブナ生息調査において継続的にヒブナが

捕獲されること 

野鳥 
 
 
 

湖周辺において継続的に、水鳥（カイツブリ、マ
ガモ、クイナ、バン、オオバン）のうち３種以上の
繁殖行動（ヒナ個体の確認も含む）が確認さ
れること 

水草 
 

湖岸の沈水植物（マツモ、リュウノヒゲモ）につい

て、継続的な生育が確認されること 

 

令和６年度実施実績 

❶風連別川土砂浚渫 

❷ビッツイ川廃棄物運搬処理 

❸別途前川浚渫 

❹紀の丘川護岸修繕 

❺大楽毛川浚渫 

❻セッツリ1号川浚渫 

 

 

 

 

 

 

 

 河川などの保全 
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鳥獣保護・管理の推進 

 

 

⑪シマフクロウの保護増殖 

本市は環境省からシマフクロウの保護増殖事業
者として認定され、飼育下におけるシマフクロウの保
護増殖に取り組んでいます。 

飼育下で安定した個体群を確立するため、自然
孵化・育雛（いくすう）のみならず、場合によって人
工孵化・育雛による増殖を進めています。 

令和６年度は16羽を飼育し、４ペアで繁殖に
臨み、ヒナ３羽の繁殖に成功しました。 
 
⑫タンチョウの保護増殖 

釧路市動物園では、飼育下で繁殖したタンチョウ
を野生復帰させるために必要な飼育技術の確立の
ため、（公社）日本動物園水族館協会の助成を
受け、平成13年度から平成15年度までに、飼育
下で繁殖させた14羽に足環を付けてタンチョウを野
外放鳥しました。その後も、特定非営利活動法人タ
ンチョウ保護研究グループとの共同調査で、飼育繁
殖した個体に足環や電波発信機の装着を行ってお
り、平成16年度から令和６年度までに計17羽に足
環を装着しています。 

動物園では、飼育下だけではなく、野生のタンチョ
ウについても、傷病収容される野生タンチョウの治療
と死亡原因の究明を行っています。令和６年度に
生体で収容された２羽のうち、１羽を治療のため飼
育下に編入しました。 

また、タンチョウの大まかな越冬分布・規模を把握
して生息地分散に供するため、北海道タンチョウ越
冬分布調査に協力しています。 

 
 

 

 

⑬指定鳥獣保護区の保全 

鳥獣保護区とは、野生生物の保護繁殖を図るた
め、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に
関する法律」に基づき指定される、鳥獣の生息環境
の保全が必要な地域です。釧路市内は、国の鳥獣
保護区が１カ所、北海道の鳥獣保護区が７カ所
指定されており、北斗、音別二俣の２カ所は特定
猟具使用禁止区域（銃器）に指定されています。
（P27参照） 
 
⑭春採湖のヒブナの調査・保全 

博物館では、春採湖に生息するヒブナの生息状
況を調査しています。 

令和６年度は、湖内26カ所でヒブナ・フナの産卵
状況調査を行い、内 2 カ所で水草への付着卵を確
認しました。また、湖岸全域のカウント調査を行い、ヒ
ブナ親魚１尾を目視確認しました。 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向性 取り組み 

希少な野生生物の保護

増殖 

■国や北海道と連携し、絶滅の恐れのある種の

保護・増殖を図ります。 

⑪シマフクロウの保護増殖 

⑫タンチョウの保護増殖 

⑬指定鳥獣保護区の保全 

⑭春採湖のヒブナの調査・保全 

⑮キタサンショウウオの調査・保全 

⑯マリモの保全活動・調査研究 

■マリモの調査研究を進め、適切な保護管理

体制の構築を図ります。 

野生生物の保護管理 ■国や北海道と連携し、エゾシカやヒグマなど、

市民生活や事業活動に影響を及ぼしている

野生動物の適正な保護管理を進めます。 

⑰野生鳥獣の適切な保護管理 

⑱ヒグマの出没対応 

 

天然記念物の保護・保全  ■学術上価値の高い動植物などの調査研究

を進め、個体および存在する地域の保護・保

全に努めます。 

⑲学術上価値の高い動植物など

の調査研究 

 

特定外来生物の防除 ■市民生活や事業活動に影響を及ぼしている

特定外来生物の生息状況などの情報収集・

情報提供を行い、防除活動を行います。 

⑳ウチダザリガニ捕獲事業 

㉑特定外来生物アライグマなどの
防除 

令和６年度 タンチョウ越冬分布調査結果 

調査日 
観察数  

 うち釧路市内 

令和６年12月５日 976羽 224羽 

令和７年１月22日 1,927羽 482羽 

 希少な野生生物の保護増殖 
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⑮キタサンショウウオの調査・保全 

博物館では、本市の天然記念物であるキタサン

ショウウオの卵嚢（らんのう）調査を実施しています。 

令和６年度は、生息適地エリアの内、市内国立

公園外の現地調査未実施箇所で卵嚢調査を行い、

113対の卵嚢を発見しました。 

また、生息地保全のため、「キタサンショウウオ生息

適地マップ」をホームページで公開しています。 

 

 

 

 

 

⑯マリモの保全活動・調査研究 

釧路市教育委員会では、阿寒湖を特徴づける

生物であるマリモの保護管理手法の確立を目指して、

官民25団体で構成される「阿寒湖のマリモ保全推

進委員会」や国内外の研究機関などと協力しながら、

マリモの生態研究とその生育地である阿寒湖の環境

調査や、マリモ生育地で増えすぎた水草の対策など、

マリモ保護の具体化に向けた様々な事業に取り組ん

でいます。 

令和６年度は、潜水調査によって大型球状マリ

モの生育を確認したほか、文化庁補助による天然

記念物緊急調査（1年目）を実施した結果、河

川水からマリモ群落への冷水供給が滞っていることが

明らかとなり、これがマリモの生育悪化に関与してい

る可能性が示唆されました。また、マリモ群落沖合に

繁茂した水草約0.7トンの除去作業を行いました。 

大学等との共同研究の成果が国内学術誌１報

に掲載され、５件の学会発表が行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑰野生鳥獣の適切な保護管理 

「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関

する法律」において、野生鳥獣の飼養や捕獲などに

ついては許可または登録が義務付けられています。 

本市における令和６年度の登録・許可件数は、

飼養登録が15件、鳥獣捕獲等の許可が56件とな

りました。 

 

⑱ヒグマの出没対応 

「釧路市ヒグマ被害防止対策実施規則」と「釧路

市地区ヒグマ対策連絡会議等設置要綱」に基づき、

対応を実施しています。 

出没の際はマニュアルに則り、地元ハンターによる

警戒活動などを実施します。また、平時から釧路市

地区合同ヒグマ対策連絡会議を開催し、関係機関

と連携して必要な対策の検討や情報収集にあたっ

ています。 

令和６年度は痕跡確認２回、警戒活動40回、

追払い０回、箱わな設置５回、捕獲駆除４回を

実施しました。 

 

 

 

⑲学術上価値の高い動植物などの調査研究 

博物館では、天然記念物の保護・保全のため、

専門家へのヒアリング調査などによる天然記念物指

定鳥類の生息情報の収集を行っています。 

 

 

 

⑳ウチダザリガニ捕獲事業 

ヒブナ生息地として国の天然記念物に指定されて

いる春採湖は自然豊かな市民の憩いの場として親し

まれていますが、特定外来生物ウチダザリガニの生息

も確認されており、ウチダザリガニが湖内水草を捕食

することによるヒブナやその他の魚類、水鳥などの生

息環境に対する影響が危惧されています。 

本市では春採湖ウチダ

ザリガニ防除実施計画を

策定し、湖全域での捕獲

を実施するなど、多様な

生態系の保全に努めてい

ます。 

 

㉑特定外来生物アライグマなどの防除 

アライグマ・カイクイアライグマ・アメリカミンクの市内

生息状況、被害状況、目撃情報などを把握し、そ

の状況に応じて被害の低減化と生息域の拡大防止

を目的に、「特定外来生物による生態系等に係る

被害の防止に関する法律」に基づく防除実施計画

書を作成し、対応を行っています。 

春採湖ウチダザリガニ捕獲数 単位:個体 

年度 雄 雌 合計 

令和４年度 852 926 1,778 

令和５年度 449 442 891 

令和６年度 80 94 174 

 野生生物の保護管理 

 特定外来生物の防除 

 天然記念物の保護・保全 
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地域の自然に対する理解と発信 

施策の方向性 取り組み 

自然観察や学習機会の

確保 

■自然環境保全への関心・意識を高

めるため、自然観察会や、自然観察

に役立つ情報の提供を行います。 

㉒音別町体験学習センター 
㉓音別町ふれあいの森 
㉔湿原エコツアー 
㉕自然案内パンフレットの掲載 
㉖環境に関する講演会などの開催および支援 
㉗マリモの普及啓発 
㉘動植物総合調査事業 

地域のラムサール条約 

登録湿地における保全

活動の発信 

■釧路国際ウェットランドセンターを中

心に、関係機関と連携し、地域の登

録湿地における保全活動を国内外

に広めます。 

㉙KIWC 技術委員会 
㉚JICA 研修 
㉛姉妹湿地交流 

㉜ラムサール条約締約国会議などの国際 
会議・シンポジウムへの参加 

㉝ラムサール条約登録湿地関係市町村会議 

 

㉒音別町体験学習センター 

平成 12 年に開設された音別町体験学習センタ

ーでは、天体観測など地域の魅力を活用した体験

学習を実施しています。施設の利用を通して、子ども

から高齢者が自然と触れ合う機会を提供しています。 
 

㉓音別町ふれあいの森 

音別地区の「ふれあいの森」は平成 12 年に整備

され、渓流路の散策やイチイ、ハマナス、ツツジなど森

林浴を楽しむことができます。小学生などを対象に森

林体験活動の場としてワークショップの開催を行い、

自然環境や森林に関する興味・関心を高める活動

をしています。 
 
㉔湿原エコツアー 

ラムサール条約が採択された 2 月 2 日の「世界湿

地の日」前後には、世界中の締約国で湿地の大切

さを普及するための様々なイベントが行われています。  

釧路国際ウェットランドセンターでは、令和６年度

に鶴居村で「世界湿地の日記念 冬のエコツアー

2025」と題した散策ツアーを開催し、市内外から 15

人が参加しました。 
 
㉕自然案内パンフレットの掲載 

本市を代表する９カ所の公園や海岸、遊歩道で

観察できる季節の草花や野鳥などの見どころをまとめ

た「釧路自然ウォッチングガイド」をホームページに掲

載しています。 
 

㉖環境に関する講演会などの開催および支援 

本市は、地域の豊かな自然を感じ、学ぶ機会を提

供するため、くしろせんもん学校 環境・教育研究セ

ンターが主催する「釧路自然再発見シリーズ」の開

催を後援しています。また、市内学校施設への湿原

学習の実施支援も行っています。 
 
㉗マリモの普及啓発 

本市は、マリモや阿寒湖の自然に対する理解の普

及や保護意識の醸成を目的として、地域の児童生

徒や一般の方を対象としたマリモ生育地観察会を開

催しています。また、まちづくり出前講座などを通して

マリモに関する講演会を行っています。 

 

 

 

㉘動植物総合調査事業 

２つの国立公園を有する釧路地域には、絶滅危

惧種に指定されている野生動植物が多数生息して

おり、環境教育の場や観光資源として高く評価され

ています。一方で、知見は十分ではないことから、実

態把握のための基礎調査が必要です。 

博物館では関係機関と連携し、釧路湿原周辺を

中心に鳥類・魚類・昆虫・植物分野の調査を行い、

その成果は博物館の企画展や講演会、学校・生涯

教育、論文・学会発表で活用するほか、観光資源と

しての活用へ向けて積極的な発信を行っています。 

 

 

 

 

 自然観察や学習機会の確保 

令和６年度実施内容 回数 延べ人数 

マリモ生育地観察会 ３回 41人 
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釧路国際ウェットランドセンター（KIWC）は、

平成５年（1993 年）に釧路市内で開かれたラ

ムサール条約第５回締約国会議をきっかけに設

立されました。４つの登録湿地にかかわる釧路

市・釧路町・標茶町・鶴居村・厚岸町・浜中町の

地方自治体や国の機関、地域の大学、湿地保

全関係の NGO、専門家で構成されています。 

釧路地方の４つのラムサール条約登録湿地

（釧路湿原、厚岸湖・別寒辺牛湿原、霧多布

湿原、阿寒湖）の生態系を維持しつつ、その恵

みを長く活用するため「湿地のワイズユース（賢明

な利用）」を推進するとともに、釧路地域の取り

組みや成果を広く発信し、地球規模での環境保

全に寄与することを目的に活動しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㉙KIWC技術委員会 

釧路国際ウェットランドセンターでは、湿地の保全

とワイズユースを進めるために専門家による技術委員

会を組織し、研究やモニタリングを通してデータベース

の構築を図るとともに、湿地の管理に関して技術的

な助言を行っています。 

令和４～６年度は「気候変動とそのモニタリング」、

「持続可能な開発と賢明な利用」、「教育環境の普

及」をテーマに活動しています。 

令和６年度は阿寒

湖チュウルイ湾周辺にて

現地検討会を開催し、

マリモの生息環境を改

善する方法について検

討しました。 

 

㉚JICA研修 

令和６年度は、独立行政法人国際協力機構

（JICA）からの委託事業として「自然環境行政官

のためのエコツーリズム」と「湿地生態系における自然

を活用した社会課題の解決（NbS）」をテーマにし

た研修を実施しました。 

エコツーリズム研修では、８カ国８人の研修員が

受講し、地域の特性と産業を活かしたエコツアーの

手法と自然観察への配慮について学びました。 

また、NbS研修では５カ国５人の研修員が、湿

地が持つ機能を活用した防災や生態系保全の事

例等について学びました。 

㉛姉妹湿地交流 

釧路地域の３つのラムサール条約登録湿地（釧

路湿原、厚岸湖・別寒辺牛湿原、霧多布湿原）

は、平成６年11月にオーストラリアのクーラガング湿

地およびその周辺湿地（現在の名称はハンター河

口湿地）と姉妹湿地提携を結んでいます。 

現在でも、研究者や行政担当者を中心に、湿地

保全に関する情報交換や人的交流を進めています。 
 
㉜ラムサール条約締約国会議などの国際会議・ 

シンポジウムへの参加 

昭和 55 年（1980 年）から３年ごとに開催され

ているラムサール条約締約国会議では、世界中の締

約国から政府の代表が集まり、登録湿地の現状や

課題について議論し、決議や勧告を採択します。 

釧路国際ウェットランドセンターでは、国際会議や

シンポジウムをひがし北海道の湿地保全の取り組み

を PR する機会ととらえ、世界に向けた情報発信を行

っています。 
 
㉝ラムサール条約登録湿地関係市町村会議 

本市では、国内のラムサール条約登録湿地を抱

える市町村との連携を図る目的で設立されたラムサ

ール条約登録湿地関係市町村会議に参加し、国

内登録湿地の保全や啓発などを行っています。 

令和６年度は、鹿児島県出水市において、主

管者会議、学習交流会が開催されました。 

活動内容 

■湿地のワイズユースの推進に関する普及啓発 

■湿地のワイズユースのための技術向上 

■釧路地域の取り組みを活かした国際協力 

 地域のラムサール条約登録湿地における保全活動の発信 

釧路国際ウェットランドセンター（KIWC） 
【URL】https://www.kiwc.net/ 

 

 

 

 
 

阿寒湖での現地検討会 
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２ 
自然の持続可能な利用 
［1］環境の状況 

本市の多彩な自然環境は、酪農を主力とする農

業生産、豊富な森林資源を有する林業、そして国

内有数の水揚げ量を誇る水産業に恩恵をもたらして

います。しかし、環境に配慮せず産業活動を進めると、

野生鳥獣による農業被害、草地の質低下、森林の

生育阻害、海洋ごみなどによる漁場環境の悪化につ

ながることから、自然の持続可能な利用に向けた取

り組みを進める必要があります。 

また、本市には指定文化財となっている多くの史

跡や天然記念物などが自然と一体となっており、これ

らに身近にふれあうことができます。私たちに安らぎを

与えてくれるその歴史・文化的環境を良好な状態で

保全し、今後も活用していくため、環境整備や情報

発信に努める必要があります。 

 

 

［２］施策 

持続可能な農林水産業の推進 

 

 

①釧路市森林整備計画の策定 

市町村森林整備計画は市町村が 5 年ごとに

作成する 10 カ年の計画で、自治体の森林関連

施策の方向や、森林所有者などが行う森林施業

（植栽や間伐などの作業）に関する指針などを

定めるものです。 

本市では、令和４年度を計画始期とし、今後

10 年間の森林整備などの方針を定める「釧路市

森林整備計画森林都市くしろの創造」を策定し

ました。 

 

➁海洋汚染防止対策 

本市では、船舶からの廃棄物や廃油などの海洋

流失の防止を図るとともに、陸域における水質汚濁

防止対策の推進や海洋汚染、投棄の防止に関す

る意識の向上を図っています。 
 
 
 
 
 
 
 

施策の方向性 取り組み 

森林資源の循環利用 ■森林が持つ多面的機能の発揮を図る
森林づくりを進めます。 

①釧路市森林整備計画の策定 

○市有林の整備（P10 参照） 

○地元材の活用（P８参照） ■市有林を整備し間伐材の利活用に努
めます。 

水産資源の適切な保全

管理 

■廃網、ロープ、ワイヤーなどを処理し海
洋汚染を防止します。 

➁海洋汚染防止対策  

➂海洋プラスチックごみ対策 

■「プラスチック・スマート」に賛同し、海洋
プラスチックごみ問題に対する取り組み
に参加協力します。 

持続可能な農業 ■下水汚泥の農地利用を推進します。 ○メタンガスのエネルギー源利用、下水
汚泥の有効活用（P６参照） 

○有機質肥料活用センターの有効活
用、家畜排せつ物の適正処理指導 

（P20 参照） 

➃エゾシカ農作物被害防止対策事業 

■家畜排せつ物の適正処理指導を行い

ます。 

■エゾシカによる農作物の被害を防止す

る対策を推進します。 

関連する 

S D G s 

 森林資源の循環利用  水産資源の適切な保全管理 
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➂海洋プラスチックごみ対策 
環境省では、プラスチックと賢く付き合う取り組み

「プラスチック・スマート」を推進しており、本市もこの取
り組みに賛同しています。また、環境省は（公財）
日本財団と共同で、全国一斉の清掃活動「海ごみ
ゼロウィーク」も推進しており、令和６年度は市内で
２団体が登録し、清掃を行いました。 

この他にも、市内では海岸の漂着ごみを清掃する

市民グループ等が活動し、海洋プラスチックごみ対策
に寄与しています。 

 

④エゾシカ農作物被害防止対策事業 

本市は、北海道がエゾシカによる農林業被害など

を軽減させ、また、エゾシカの絶滅を回避しながら安

定的な生息水準を確保するために策定した「エゾシ

カ保護管理計画」に基づき、エゾシカ個体数管理事

業に協力しています。 

令和６年度は、「エゾシカ農作物被害防止対策

事業」として4,323頭のエゾシカを駆除しました。 

 

 

 

歴史・文化的環境の保全 

施策の方向性 取り組み 

史跡や天然記念物の

保護と活用 

■史跡や天然記念物などの指定文化財を保護す

るとともに、公園や緑地としての活用を進めます。 
⑤文化財・天然記念物の保護 

⑥埋蔵文化財包蔵地確認 

⑦文化財マップの公開 ■文化的遺産を調査し、新たな文化財の発掘と

保護に努めます。 

■本市の文化財に対する理解を深めるための情報

提供を行います。 

⑤文化財・天然記念物の保護 

文化財は、歴史や文化を理解する上で欠くことの

できないものであり、これらを保存し良好な状態で残

していくことは、将来の文化の向上・発展のために非

常に重要です。また、これら歴史や伝統を伝える建

造物や文化財などの文化遺産は、地域の景観を形

成する重要な要素であり、私たちの生活に安らぎや 

 
 

潤いを与え、郷土意識を高めるために欠かせないも

のとなっています。 

本市には、国や北海道、市の指定文化財が29

件あります。いずれも当地方の歴史や地形、動植物

などを知るうえで貴重なものであり、大切に保護して

いかなければなりません。

⑥埋蔵文化財包蔵地確認 
埋蔵文化財とは、土器や石器、貝塚や住居跡な

ど地中に埋もれている文化財のことで、これらを包蔵
している土地を埋蔵文化財包蔵地といい、市内には
137カ所あります。また、包蔵地で工事が計画され
たときには、事業者との事前協議を行い、現状保存
するための対応を行っています。計画変更ができない
場合には事前調査を実施し、記録を保存していま
す。 

⑦文化財マップの公開 

本市では、文化財・天然記

念物を身近に感じてもらうこと

を目的として、令和 2 年 9 月

に「釧路市文化財マップ」をリニ

ューアルし、博物館のホームペ

ージで公開しています。 

令和６年度海ゴミゼロウィーク 市内登録団体 
登録名 実施場所 参加人数 

釧路市マチをきれいに

する推進協議会 

釧路市港湾地域周辺 
ほか 

412人 

釧路市役所課長会 釧路市音別海岸 21人 

文化財指定（登録）状況                                 令和７年（2025 年）３月末時点 

文化財保護法 北海道文化財保護条例 釧路市文化財保護条例 

登録有形文化財 

重要無形文化財 

史跡 

特別天然記念物 

天然記念物 

3 

1 

4 

2 

6 

有形文化財 

無形民俗文化財 

 

1 

1 

 

 

 

有形文化財 

無形民俗文化財 

史跡 

天然記念物 

6 

1 

1 

3 

 史跡や天然記念物の保護と活用 

 持続可能な農業 
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１ 
第４節 住み良い生活環境の確保 

大気環境の保全 

［1］環境の状況 

本市における大気汚染は都市型と産業型の複合

型であり、主な原因には、事業場の燃料使用および

排ガス、冬期間の暖房使用に伴って排出されるばい

煙、自動車による排気ガスなどがあります。また、近

年は微小粒子状物質（PM2.5）が高濃度になる

ことがあり、高齢者などの高感受性者に対する情報

提供が求められます。 

本市では大気の状況を常時監視しており、令和

６年度は全ての測定局で環境基準を達成しました。 

本市において、人が嫌なにおい、不快なにおいと感

じる主な悪臭の発生源には、製紙工場や魚粕・ミー

ル工場などがありますが、近年は燃料費の高騰に伴

い、廃材や廃油を利用したボイラー・ストーブを使用

する事業者が増え、そこから発生する煙の臭気に関

する苦情の割合が増加しています。 

令和６年度は特定悪臭物質環境調査（７地

点）、立入検査（４事業場）ともに、規制基準の

超過はありませんでした。

 

 

大気環境を保全するために法律や条例で規制される施設 

大気汚染に係る法律や条例では、事業場から排出または飛散する大気汚染物質について、物質の種

類ごと、施設の種類・規模ごとに排出基準などが定められており、大気汚染物質の排出者などはこの基準

を守らなければなりません。 

 規制対象となる 

ばい煙発生施設 
 規制対象となる 

粉じん発生施設 
 

     

大気汚染防止法 ばい煙の発生量が一定規模以上の 

ボイラー、乾燥炉など 

 粉じんの発生量が一定規模以上の 

鉱物・土石の堆積場、破砕機など 

 

     

北海道公害防止条例 大気汚染防止法の対象外となる 

有害ガスなどを発生する施設 

 大気汚染防止法の対象外となる 

原材料置き場や小型の破砕機など 

 

      

釧路市公害防止条例 大気汚染防止法の対象外となる 

小型のボイラー 

    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

目標と管理指標 

指 標 
基準年 

2019年度 
（令和元年度） 

2023年度 
（令和５年度） 

2024年度 
（令和６年度） 

目標値 
2030年度 

（令和12年度） 

大気汚染に係る環境基準達成率 100% 100% 100% 
100% 

(100%を維持) 

令和６年度 
大気汚染防止法などに基づく特定施設の届出数 

区分 
ばい煙 

発生施設 
粉じん 

発生施設 

大気汚染防止法 524 83 

北海道公害防止条例 0 338 

釧路市公害防止条例 174 - 

 

本市における大気汚染に係る法律や条例の対象と

なる施設の届出数は右記のとおりとなっています。 

なお、「大気汚染防止法」に基づく事業場の立入調

査や指導などについては、北海道が実施しています。令

和６年度は、13 件（延件数）の立入検査を実施

し、基準違反はありませんでした。 

関連する 

S D G s 
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［２］施策 

大気汚染・悪臭の防止 

施策の方向性 取り組み 

大気環境の現況把握 ■大気汚染物質・悪臭物質の測定を実施し、大

気環境の的確な把握に努めます。 
➀大気汚染物質の測定 

➁悪臭物質の測定 

事業活動による大気

汚染の未然防止 

■公害防止協定を締結している工場・事業場など

と協力し、大気汚染の未然防止に努めます。 
➂公害防止協定の推進 

➃がんばる企業応援資金の活用 

➄公害関係法令手続きの支援 

➅野焼き防止および小型焼却

炉使用防止の啓発、指導 

⑦ボイラー・ストーブの適正な使

用と管理の啓発・指導 

■企業に対し、環境保全設備の導入を支援しま

す。 

■マニュアル作成などにより、事業者への公害関係

法令に係る手続きを支援します。 

■廃棄物の不適正な焼却を防止するため、法令

などに基づく指導や啓発を進めます。 

■廃材や廃油を利用したボイラー・ストーブの適正

な使用や管理について、指導・啓発していきま

す。 

PM2.5 対策 ■PM2.5 の高濃度発生に伴う注意喚起が必要と

なった際は、北海道と連携し迅速に対応します。 
⑧PM2.5 の監視 

自動車交通対策 ■公共交通機関の利便性向上や、歩道・自転車

道の整備など、環境負荷の低い交通体系の構

築に努めます。 

○乗合タクシーの運行 

（P９参照） 

○エコドライブ講習会の実施 

（P８参照） 

○次世代自動車の導入 

（P５参照） 

■エコドライブやエコカーの普及を推進します。 

アスベスト対策 ■市有施設におけるアスベスト使用の状況を把握

し、飛散防止に努めます。 
⑨市有施設アスベスト使用状況

の把握 

⑩関係機関と協力した建築物

解体現場における指導・啓発 

■関係機関と連携・協力して、建築物の解体現

場などから大気中への飛散防止対策の徹底を

図ります。 
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➀大気汚染物質の測定 

本市では、一般大気環境の測定局を昭和小学

校、釧路高専に設置しています。各測定局では、二

酸化硫黄（SO2）、窒素酸化物（NOx）、浮遊

粒子状物質（SPM）、風向、風速の各項目につ

いて測定を行っています。また、北海道が、昭和小学

校測定局にて微小粒子状物質（PM2.5）の測定

を行っています。 

■二酸化硫黄（SO2） 

二酸化硫黄は、主として石油や石炭などの化石

燃料に含まれる硫黄分が燃焼することによって発生

し、事業場のボイラーなどが主な発生源となっていま

す。 

本市では、大気測定局２局で二酸化硫黄を常

時監視しており、令和６年度は全ての測定局で環

境基準を達成しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■二酸化窒素（NO2） 

二酸化窒素は、燃料や空気中の窒素分が燃焼

に伴って酸化して発生し、自動車などの移動発生源

による影響が大きいことが特徴です。 

本市では、大気測定局２局で二酸化窒素を常

時監視しており、令和６年度は全ての測定局で環

境基準を達成しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■浮遊粒子状物質（SPM） 

大気中に浮遊する粒子状物質のうち、粒径

10μm 以下のものを浮遊粒子状物質と言います。

浮遊粒子状物質の主な発生源は、事業場からのば

い煙、自動車の排気ガスなどがあります。 

本市では、大気測定局２局で浮遊粒子状物質

を常時監視しており、令和６年度は全ての測定局

で環境基準を達成しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➁悪臭物質の測定 

本市では、悪臭物質による大気の汚染状況を把

握するため、規制地域における大気中の特定悪臭

物質の濃度測定調査を行っています。 

令和６年度は工場が立地する地域として、鳥取、

大楽毛、昭和地区で環境調査を４回実施しました。

測定結果は、７地点で規制基準の超過はありませ

んでした。 

また、悪臭防止法に基づき、規制地域内の事業

場に対し、立入検査を実施しています。令和６年度

は４事業場に対し、立入検査を実施しましたが、規

制基準の超過はありませんでした。 

 なお、規制基準を超過した場合には、その事業場

に対し、悪臭防止対策として脱臭施設の改善整備

などについて指導を行っています。 

 

 

 

➂公害防止協定の推進 

本市は、市内で主要なばい煙発生施設を有する

日本製紙㈱釧路事業所、王子マテリア㈱釧路工場

および㈱釧路火力発電所の３社とばい煙などの排

出濃度などに関わる公害防止協定を締結しており、

３社から環境データの報告を受け、協定値の遵守

状況を検証し確認しています。 

協定では、硫黄酸化物、窒素酸化物、ばいじん

および水銀の排出濃度などについて、協定値を法規

制値以下に定めており、３社に対しては、公害防止

協定の協定値の遵守状況について立入検査などを

通じて監視・指導を行っています。 

大気測定局と測定項目 

 釧路高専局 昭和小学校局 

二酸化硫黄(SO2) ○ ○ 

窒素酸化物(NOX) ○ ○ 

浮遊粒子状物質(SPM) ○ ○ 

微小粒子状物質(PM2.5) -   ○※ 

風向風速 ○ ○ 

※PM2.5 は北海道が測定 

 大気環境の現況把握 

 事業活動による大気汚染の未然防止 

R4 

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

H19 H24 H29 R4

釧路高専局

昭和小局

環境基準

ppm

環境基準 0.04ppm 以下

二酸化硫黄（SO2）の経年変化

R6

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

H19 H24 H29 R4

釧路高専局

昭和小局

環境基準

ppm

環境基準 0.06ppm 以下

二酸化窒素（NO2）の経年変化

R6

0

0.03

0.06

0.09

0.12

0.15

H19 H24 H29 R4

釧路高専局
昭和小局
環境基準

mg/m3

環境基準 0.10mg/m3 以下

R6

浮遊粒子状物質（SPM）の経年変化
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0

10

20

30

40

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

昭和小局(短期)
昭和小局(長期)
環境基準(短期)
環境基準(長期)

µg/m3

環境基準(短期) 35µg/m3 以下

環境基準(長期) 15µg/m3 以下

PM2.5（微小粒子状物質）の経年変化

また、３社と悪臭に関する協定値も定めており、

王子マテリア㈱釧路工場は、悪臭物質の排出濃度、

日本製紙㈱釧路事業所、㈱釧路火力発電所は臭

気指数について、事業場の敷地境界で悪臭測定を

行い、協定値の遵守状況を監視・指導を行っていま

す。なお、日本製紙㈱釧路事業所においては、悪臭

が発生する可能性のあるボイラー燃料を使用する場

合にのみ測定を実施するものとしています。令和６

年度は３社とも協定値を遵守していました。 

 

➃がんばる企業応援資金の活用 

中小企業者または協同組合などの、新エネルギー

を使用する施設または環境負荷を低減する施設お

よび設備の導入に際して、低金利・３年間無利子

の融資あっせんを行っており、市商業労政課が窓口

となっています。 
 

種別 設備資金 

融資限度額 5,000 万円(協同組合は１億円) 

融資期間 15 年以内(うち据置期間は１年以内) 

利率 ３年間無利子、４年目以降 1.3％ 

 

➄公害関係法令手続きの支援 

本市では、公害関係法令の手続きについてマニュ

アルを作成し、事業者への指導や円滑な手続きの

支援を行っています。 

令和６年度については、法改正などに伴うマニュア

ルの修正などはありませんでした。 

 

➅野焼き防止および小型焼却炉使用防止の啓

発、指導 

家庭や事業場などで使用される小型焼却炉は、

ダイオキシン類などの有害化学物質が発生しやすい

と言われています。廃棄物処理法で廃棄物の野焼

きなどの不適正な焼却は禁止されているため、本市

では、広報紙による啓発や発生源者への指導を行

っています。 

 

⑦ボイラー・ストーブの適正な使用と管理の指

導・啓発 

家庭や事業場などで使用される薪や石炭を燃料

とするボイラー・ストーブは適正に使用されていないと

不完全燃焼により、多量の煙や臭いが発生しやすく

なります。 

また、塗料が付着している薪を燃やすと有害物質

が発生する可能性もあることから、本市では発生源

者への指導を行っています。 

令和６年度は、指導を行った案件はありませんで

した。 

 

 

⑧PM2.5の監視 

本市においては、北海道が昭和小局でPM2.5

（微小粒子状物質）の常時監視を行っており、令

和６年度は環境基準の超過はありませんでした。 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

大気中の PM2.5 が高濃度になることが予想され
る場合には、北海道と連携し、市民や関係機関に
市のホームページや SNS などによる注意喚起を促す
体制が整備されています。 

令和６年度は、注意喚起の目安となる基準の超
過はありませんでした。 

 
北海道による注意喚起のための暫定的な指針 

午前 5 時～7 時の 1 時間値の平均が 85μg/m3 を超過 

午前 5 時～12 時の 1 時間値の平均が 80μg/m3 を超過 

 

 

 

⑨市有施設アスベスト使用状況の把握 

本市では、アスベスト（石綿）が使用されている

公共施設について、飛散が無いよう囲い込みや除去

を行い、また建物の解体時には事前の調査を実施し、

飛散防止や除去などの対応を行っています。 

また、煙突用断熱材に含まれるアスベストについて

は、市が独自にマニュアルを作成し毎年点検を行って

おり、令和６年度に実施した結果は表のとおりとなっ

ています。 
 

令和６年度 市有施設の煙突用断熱材点検結果 

アスベストの含有があり断熱材の 

劣化損傷が見られた施設 

うち大気中にアスベストの 

飛散が見られた施設 

７施設 ０施設 

 

⑩関係機関と協力した建築物解体現場における

指導・啓発 

アスベストが使用されている建物を解体する際に、

大気汚染防止法で定められている事前調査や飛散

防止がなされずに作業を進めていることが発覚した場

合、同法の所管である北海道と協力し、作業の中

止を求めるなどの指導を行っています。 

令和６年度は、指導を行った案件はありませんで

した。 

 PM2.5 対策 

 アスベスト対策 

（令和６年度末時点） 
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２ 
水環境の保全 

［1］環境の状況 

水は、飲用のほか、日常生活、農水産業、工業

などいろいろな目的で利用されており、人の生活に必

要不可欠なものの一つです。また、野生生物の生息

のためにも良好な水環境が必要です。この大切な水

が、事業場排水や生活排水などからの有機物や有

害な物質によって汚染されることを水質汚濁といいま

す。河川、湖沼、海域などの公共用水域の水質汚

濁を防止するため、人の健康の保護に関する環境

基準（健康項目）と、水系ごとに類型を指定する

生活環境の保全に関する環境基準（生活環境項

目）が設定されています。 

本市では環境基準の水域類型が指定されている

新釧路川、釧路川、阿寒川、春採湖、阿寒湖、釧

路海域のほか、それらの支川などについても北海道と

協力して調査を行い、水環境の現況把握に努めて

います。 

近年は下水道の普及に伴い、汚濁の原因となる

生活排水の処理率は市内全体で 90％を超えてい

ますが、下水道の区域外においては汲み取り便槽や

単独処理浄化槽を使用している、いわゆる未水洗

化世帯が多く残っており、合併処理浄化槽への転換

推進が課題となっています。

 

※市内の人口のうち、下水道に接続、または合併処理浄化槽を使用している人口の割合。 

 

 

水環境を保全するために「水質汚濁防止法」で規制される施設 

 

「水質汚濁防止法」では、事業活動によ

って公共用水域に排水を排出する事業場に

ついて、施設の設置や変更に際して届出が

義務付けられており、一定規模以上の排水

量の施設については、排水基準が定められ

ています。また、この一律排水基準では水質

の汚濁防止が十分でない公共用水域につ

いては、条例で上乗せ排水基準を定められ

ることとなっており、北海道では、この規定に

基づき上乗せ排水基準を設定し、排水規

制を実施しています。 

「水質汚濁防止法」に基づく事業場の立

入調査や指導などについては、北海道が実

施しています。 

令和６年度は延べ 19 件の立入検査を

実施し、基準違反が 2 件ありました。 

目標と管理指標 

指 標 
基準年 

2019年度 
（令和元年度） 

2023年度 
（令和５年度） 

2024年度 
（令和６年度） 

目標値 
2030年度 

（令和12年度） 

河川の水質汚濁に係る環境基準

達成率 
100% 100% 100% 

100% 

(100%を維持) 

生活排水処理率※ 94.5% 94.7% 94.7% 94.9% 

令和６年度 水質汚濁防止法に基づく届出数 

区分 
排水量 

50m3/日
以上 

排水量 
50m3/日 

未満 

水質汚濁防止法 40 84 

 

 規制対象となる 

特定施設 
 

   

水質汚濁防止法 
牛房施設、各種製造業の用に供
する洗浄施設、厨房施設など 

 

   

北海道公害防止条例 

動物の飼養などに供する屎尿施
設、木材など製造用に供する湿式
ドラムパーカーおよび破砕機など 

 

   

 

関連する 

S D G s 
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［２］施策 

水質汚濁の防止 

施策の方向性 取り組み 

水環境の現況把握 ■公共用水域などにおける水質汚

濁物質の測定を実施し、水環

境の的確な把握に努めます。 

➀公共用水域の水質調査 

事業活動による水質汚

濁の未然防止 

■公害防止協定を締結している

工場・事業場などと協力し、水

質汚濁の防止に努めます。 

➁公害防止協定に基づく立入調査 

○公害関係法令手続きの支援 

（P40 参照） 

○有機質肥料活用センターの有効活用、家畜

排せつ物の適正処理指導（P20 参照） 

③釧路川水質保全協議会を通じた普及啓発 

○がんばる企業応援資金の活用 

（P40 参照） 

■マニュアル作成などにより、事業

者への公害関係法令に係る手

続きを支援します。 

■水道水源保全のための普及啓

発を行います。 

■企業に対し、環境保全設備の

導入を支援します。 

生活排水の適正処理 ■未水洗化世帯への下水道接

続および合併処理浄化槽設置

を促進していきます。 

④生活排水の適正処理 

➄公共下水道への接続促進 

⑥合併処理浄化槽の普及と適正管理の促進 

⑦し尿・浄化槽汚泥の処理 

⑧公共下水道の整備 

■単独処理浄化槽からの転換促

進を図るとともに、浄化槽の適

正管理を推進します。 

■下水道施設などの適正な管理

運営を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水質汚濁の指標 

■BOD（Biochemical Oxygen Demand＝生物化学的酸素要求量）とは 

  河川などの水の汚れの度合を示す指標です。水中の有機汚濁物質を微生物が５日間で分解するのに必要な酸素量

で表します。BOD は、河川における自浄作用（微生物による有機物の分解）と同じ作用を利用した測定方法であり、河

川の水質汚濁の指標として適しています。 

 

■COD（Chemical Oxygen Demand＝化学的酸素要求量）とは 

  湖沼や海域などの水の汚れの度合を示す指標です。水中の有機物などの汚濁源となる物質を、過マンガン酸カリウム等

の酸化剤で酸化するときに消費される酸素量で表します。水が長期間滞留する湖沼や海域では、微生物では分解されに

くい有機物による汚濁も評価する必要があります。そのため、汚濁を化学的に分解するのに必要な酸素の量である COD

が、水質汚濁指標とされています。 

出典：大阪府立環境農林水産総合研究所 HP 
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①公共用水域の水質調査 

【河川】 

河川については、環境基準の生活環境項目の水

域類型が指定されている市内の３河川（釧路川、

新釧路川、阿寒川）の令和６年度における状況を、

河川の有機汚濁の代表的な指標であるBOD75％

値※でみると、全５地点で環境基準を達成していま

す。 

 

また、釧路川・新釧路川・星が浦川においては国

と北海道が、武佐川・仁々志別川においては本市

が、独自に環境基準の健康項目を測定しています

が、令和６年度はいずれも環境基準内でした。 

生活環境項目の水域類型が指定されていない

別途前川水系やオタノシケップ川（長沼）は事業

場排水の影響を受けている河川です。長沼について

は、長沼浄化対策検討協議会が設置されており、

水質改善に向けた取り組みを進めています。 

 

 

 

釧路市内のBOD（75％値）（令和６年度） 
 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別途前川水系のBOD （単位:mg/L） 

河川名 測定点 BOD75％値 

星が浦川 
河口 13 

野嵐橋 10 

竜神川 河口 39 

 

 水環境の現況把握 

 

幣舞橋 

竜神川 

新川橋 

星が浦川 

1.5 

0.9 

0.5 

阿寒川橋 

オタノシケップ川 

丹頂橋 

1.3 

2.0 

0.9 

0.8 

仁々志別川 

阿寒川 

大楽毛川 

120 

武佐川 

別保川 

春採湖 

新釧路川 

0.8 

愛国浄水場取水口 

JR 武佐川橋梁 

別保橋 

不二橋 

鶴見橋 

13 

大楽毛橋 
境橋 

39 

25 

2.6 

阿寒川合流前 

長沼 

10 星が浦川野嵐橋 

別途前川 

星が浦川河口 

竜神川河口 

凡例 

環境基準点 

環境基準補助点 

市独自の測定点 

 

 

 

令和６年度 環境基準点におけるBODの環境基準達成状況   

（単位：mg/L） 

水域 
測定地

点 
類型 

環境 

基準 

BOD 

75％値 

達成 

状況 

釧路川 幣舞橋 Ｅ 10 1.5 ○ 

新釧路川 新川橋 Ｂ 3 0.9 ○ 

阿寒川 

阿寒川

橋 
AA 1 <0.5 ○ 

丹頂橋 Ａ 2 0.5 ○ 

大楽毛

橋 
Ｂ 3 0.5 ○ 

※ 75％値とは、日間平均値（n 個）を値の小さいものから順に並べ
たときの 0.75× n 番目の値であり、75％値が環境基準値以下であれ
ば、その地点は環境基準を達成していると評価する。 

釧路川 

河川名 河川種別 流路延長 流域面積 

釧路川 一級河川 154.0 km 2510.0 km2 
別保川 一級河川 19.8 km 97.5 km2 
武佐川 一級河川 2.0 km - 

新釧路川 一級河川 11.0 km - 
仁々志別川 一級河川 50.9 km 162.3 km2 
阿寒川 二級河川 98.4 km 717.9 km2 

大楽毛川 普通河川 10.2 km 18.9 km2 

 

オタノシケップ川のBOD （単位:mg/L） 

河川名 測定点 BOD75％値 

オタノシケップ川 阿寒川合流前 120 

長沼 長沼中流 25 

 

 

 

 

<0.5

￥

椎

尾g 

0.5 
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【湖沼】 

■春採湖 

春採湖は、本市の東部にあり、春採川の中流部

に位置する海跡湖です。太平洋に隣接しており、満

潮時には流出河川から海水が逆流する汽水湖とな

っています。 

令和６年度における状況を、湖沼の有機汚濁の

指標であるCOD75%値でみると、２つの環境基準

点ともに環境基準の５㎎/Lを超えています。 

 

 

 

 

春採湖の水質測定点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

■阿寒湖 

阿寒湖は、雌阿寒岳と雄阿寒岳にはさまれた淡

水湖で、火山活動の陥没によってできたカルデラ湖

です。環境基準の生活環境項目においては、水域

類型がAA類型、窒素・りんがⅢ類型に指定されて

います。 

北海道では、令和６年度にST-１～３の３点に

おいて水質測定を行っており、令和６年度の

COD75％値については、３地点ともに環境基準の

１㎎/Lを超えています。 

 

※ 北海道の湖沼（2005年度版）による。 

 

 

阿寒湖の水質測定点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

※ 平均水深（m）=湖容積（m3）÷湖面積（m2） 
※ 第４次春採湖環境保全計画による。 

春採湖の諸元 

流 域 面 積 4.25 km2 

湖 面 積 0.36 km2 

湖 周 囲 4.7 km 

標 高 0.78 m 

水 深 最大5.8 

平均2.5 

ｍ 

ｍ※ 

湖 容 積 899,000 m3 

 

阿寒湖の諸元※ 

湖 面 積 13.3 km2 

湖 周 囲 25.9 km 

標 高 420 m 

水 深 最大42.0 

平均18.7 

ｍ 

m 

 

春採排水川 

⦿ 

⦿ 

ST-1 

ST-2 

○ 

○ 

ST-4 

ST-3 

⦿環境基準点 

○補助点 

0

5

10

15

20

25

H3 H6 H9 H12 H15 H18 H21 H24 H27 H30 R3 R6

ST-1

ST-2

環境基準

mg/L

環境基準 5mg/L 以下

春採湖におけるCOD75%値の経年変化

0

1

2

3

4

5

H17 H21 H25 H29 R3

ST-1

ST-2

ST-3

環境基準

mg/L

環境基準 1mg/L 以下

阿寒湖におけるCOD75%値の経年変化

R6 
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【海域】 

釧路海域の環境基準は海域の利用状況により
３つの類型が指定されており、北海道では11の環
境基準点において水質の測定を行っています。 

令和６年度における状況を、海域の有機汚濁の
指標であるCOD75%値でみると、11地点のうち５
地点で環境基準の超過がみられました。 
 
令和６年度 釧路海域におけるCOD環境基準達成状況 

（単位：mg/L） 

測定点 類型 環境基準 
COD 

75％値 
達成状況 

ST-1 

Ａ 2 

3.0 × 

ST-2 2.6 × 

ST-3 3.8 × 

ST-4 

Ｂ 3 

3.1 × 

ST-5 2.3 ○ 

ST-6 2.8 ○ 

ST-7 3.2 × 

ST-8 2.8 ○ 

ST-9 2.6 ○ 

ST-10 
Ｃ 8 

2.9 ○ 

ST-11 3.1 ○ 
 

釧路海域の水質測定点 

【地下水】 
本市における地下水の水質の常時監視について

は、北海道が作成する地下水の水質測定計画に
基づき、北海道開発局および北海道が実施してい
ます。 

令和６年度は釧路市内において調査実施対象
井戸がありませんでした。 

 
 

 

➁公害防止協定に基づく立入調査 

本市は、公害防止協定を締結している事業者の
うち、日本製紙㈱釧路事業所、王子マテリア㈱釧
路工場、釧路コールマイン㈱の３社から、排水など
の測定結果の報告や立入検査などを通じて、協定
値の遵守状況を確認しています。 

令和６年度は各社に年12回の立入を行い、３
社とも協定値を遵守していました。 

③釧路川水質保全協議会を通じた普及啓発 

水道水源である釧路川の水質保全を進めるため、

釧路湿原自然再生協議会への参加、釧路川だよ

りの作成、釧路川水質保全協議会を通じた普及啓

発活動を行っています。 

令和６年度は標茶町開発センターで釧路川の

水質保全に関するパネル展を開催しました。また、

年２回発行している「釧路川だより」を通じて、油類

や家畜ふん尿などの流出による水質事故防止につ

いての啓発を行いました。 

 

 

 

④生活排水の適正処理 

くみ取り便槽や単独処理浄化槽を使用している

世帯では、台所や風呂、洗濯の排水などの生活雑

排水は未処理のまま排出されており、河川などを汚

濁する原因となっています。このため、公共下水道の

処理区域内においては下水道への接続を、区域外

については合併処理浄化槽への転換を促進してい

ます。 

 また、浄化槽を使用している場合でも、浄化槽法

で義務付けられている法定検査の受検などの適正

な維持管理が必要です。本市では、法定検査を行

う北海道浄化槽協会と連携しながら、法定検査の

結果、不適正となった世帯や未受検者に対する指

導を行っています。 

 

令和６年度 浄化槽法第11条に基づく検査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

➄公共下水道への接続促進 

本市では公共下水道への接続を促進するため、

未水洗家屋への督励の実施や、水洗便所改造資

金に対する無利子融資あっせんと補助金の交付を

行っています。 

令和６年度は融資あっせんの利用および補助金

交付の申請はありませんでした。 

 

 

 

 

 

検査結果など 浄化槽基数 

適正 274 

おおむね適正 33 

不適正 27 

休止 64 

未受検 38 

合計 436 

 事業活動による水質汚濁の未然防止 

 生活排水の適正処理 

⑪ 

ＳＴ11 ➂ 

ＳＴ３ 
⑦ 

ＳＴ７
S 

➀ ＳＴ１ 

⑩ 

ＳＴ10 

➃ 
ＳＴ４ 

➄ 
ＳＴ５ 

⑧ 
ＳＴ８ ➅ 

ＳＴ６ 

➁ ＳＴ２ 

⑨ 
ＳＴ９ 
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⑥合併処理浄化槽の普及と適正管理の促進 

本市では、公共下水道の計画区域外に居住す

る方を対象に、平成22年度から合併処理浄化槽

の設置費補助事業を、平成25年度から維持管理

費補助事業を実施しています。 
 

令和６年度 合併処理浄化槽の補助件数 

補助事業名 釧路地区 阿寒地区 音別地区 

設置費補助 1 0 0 

維持管理費補助 23 49 9 

 

⑦し尿・浄化槽汚泥の処理 

本市では、公共下水道の未整備地区を中心にし

尿や浄化槽汚泥などを収集し、大楽毛下水終末

処理場で処理しています。 

令和６年度末時点で、2,980件のし尿収集の

登録がされています。 

 

⑧公共下水道の整備 

本市では、生活環境の清潔さ・快適性を高め、

浸水などの防止を図るとともに、河川や湖沼、海域

などの水質や自然環境を保全するため、積極的に

公共下水道の整備を進め、その利用の促進に努め

てきました。 

令和６年度末の整備状況は６終末処理場と

10ポンプ場が稼働しており普及率は98.6％、市内

の終末処理場における流入水量の合計は28,406

千m3となっています。 

また、下水道管の機能保持のため、管渠の修繕

と清掃を行っており、令和６年度は1,561箇所の修

繕と19,687mの清掃を実施しました。 
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３ 
音環境の保全 

［1］環境の状況 

騒音・振動は人の感覚に直接影響を与え、日常

生活の快適さを損なうことで問題になることが多く感

覚公害と呼ばれています。とりわけ騒音は、発生源が

事業場、建設作業や交通機関、さらには私たちの家

庭生活によるものまで多種多様です。振動は、事業

場、建設作業、道路などから発生する振動が主に地

盤を媒体として伝わり、周辺住民の生活環境に影

響を与えるもので、その発生源は騒音とほぼ同一で

あり、騒音とともに発生することが多くなっています。 

 

本市における騒音に関する苦情としては、建設作

業によるものが最も多く、また、住宅と近接している事

業場からの騒音についても苦情が寄せられています。

近年では、生活様式の多様化に伴い、日常生活に

起因する近隣騒音などによる苦情が寄せられていま

す。 

これらの音環境の把握のため、本市では一般環

境騒音、自動車騒音・振動、航空機騒音の測定を

実施しています。 

※評価する区間の道路端から 50m の範囲内にある全ての住居など（事務所ビルや工場は対象外）のうち、 

環境基準を達成していると推計される戸数の割合。 
 

 

静かな生活環境を保全するために法律や条例で規制される施設 

騒音・振動に係る法律や条例では、事業場から発生する騒音・振動について、規制基準などが定められ

ており、騒音・振動を発生させる事業者はこの基準を守らなければなりません。 
     

 規制対象となる騒音発生施設  規制対象となる振動発生施設  

     

騒音規制法 

振動規制法 

原動機の定格出力などが一定規模
以上の金属加工機械、空気圧縮
機、送風機など 

 原動機の定格出力などが一定規模
以上の金属加工機械、圧縮機など 

 

     

北海道公害防止条例 騒音規制法の指定地域外に設置さ
れる原動機の定格出力などが一定
規模以上の金属加工機械、空気圧
縮機、送風機など 

 振動規制法の指定地域外に設置さ
れる原動機の定格出力などが一定
規模以上の金属加工機械、圧縮機
など 

 

      

釧路市公害防止条例 騒音規制法の指定地域内に設置さ
れる定格出力が一定規模以上の固
定式エンジンやジーゼル発電機など 

    

      

 

 

 

 

 

目標と管理指標 

指 標 
基準年 

2019年度 
（令和元年度） 

2023年度 
（令和５年度） 

2024年度 
（令和６年度） 

目標値 
2030年度 

（令和12年度） 

一般地域における騒音に係る 

環境基準の達成率 
100% 100% 100% 

100% 

(100%を維持) 

自動車騒音に係る環境基準達成率

（昼夜とも達成）※ 
98.0% 98.9% 98.9% 100% 

令和６年度 騒音・振動規制法などに基づく特定施設の届出数 

区分 騒音発生施設 振動発生施設 

騒音・振動規制法 1,127 351 

北海道公害防止条例 1,050 371 

釧路市公害防止条例 64 - 

 

本市において騒音・振動に係る法律や条

例の対象となる施設の届出数は、右表のとお

りです。 

関連する 

S D G s 
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表中の用途地域 

一低 第一種低層住居専用地域 

一中 第一種中高層住居専用地域 

近商 近隣商業地域 

 

［２］施策 

騒音・振動の防止 

施策の方向性 取り組み 

音環境の現況把握 ■一般環境騒音、自動車騒音・振動、航空

機騒音の測定を実施し、騒音・振動の的

確な把握に努めます。 

➀騒音・振動測定調査 

 

事業活動による騒音・

振動の未然防止 

■公害防止協定を締結している工場・事業

場などと協力し、騒音・振動の防止に努め

ます。 

➁公害防止協定に基づく立入調査 

➂騒音・振動規制法、釧路市公害防
止条例などによる指導 

○がんばる企業応援資金の活用 

（P40 参照） 

○公害関係法令手続きの支援 

（P40 参照） 

■関係法令に基づく特定事業場や特定建

設作業に対し、規制や指導を実施します。 

■企業に対し、環境保全設備の導入を支援

します。 

■マニュアル作成などにより、事業者への公害

関係法令に係る手続きを支援します。 

自動車交通対策 ■公共交通機関の利便性向上や、歩道・自

転車道の整備など、環境負荷の低い交通

体系の構築に努めます。 

○乗合タクシーの運行 

（P９参照） 

○エコドライブ講習会の実施 

（P８参照） ■エコドライブを推進します。 

 

 

①騒音・振動測定調査 

 ■一般環境騒音 

本市では、一般地域における騒音の実態を把握

するため、環境騒音調査を実施しています。土地利

用状況を考慮して、14地点を選定し、７地点ずつ

２年に分けての定点測定を実施しています。 

令和６年度は７地点について調査を実施し、全

地点で昼夜ともに環境基準を達成しています。 

 

 

令和６年度 環境騒音測定地点図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 昼間:６～22時、夜間:22～６時 
※ 測定値は等価騒音レベル 

 

■用途地域とは 

都市計画法では、用途の混在を防ぐことを目的に

住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利

用を定めており、13種類があります。 

 

 

 

 

 

 

 音環境の現況把握 

令和６年度 一般地域における騒音測定結果 

測定地点 
用途 

地域 

測定値(dB) 環境基準(dB) 

昼間 夜間 昼間 夜間 

❶大楽毛西1-20 一中 49 41 55 45 

❷昭和南6-19 一低 45 35 55 45 

❸美原5-57 一低 47 37 55 45 

❹白金町12 近商 48 40 60 50 

❺弥生2-11 一中 47 38 55 45 

❻武佐4-8 一低 43 42 55 45 

❼桜ケ岡5-20 一低 38 35 55 45 
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■自動車騒音 

本市では、騒音規制法第18条に基づき、自動

車騒音の常時監視を実施しています。 

令和６年度は、主要幹線道路などに面する地域

８地点において、自動車騒音の測定を実施しました。 

測定した数値は、騒音規制法に基づき定められ

た自動車騒音の要請限度と比較します。 

令和６年度は要請限度を超過した地点はありま

せんでした。 

※ 昼間:６～22時、夜間:22～６時 
 

また、測定結果や交通量をもとに、直近５カ年の

道路に面する地域における騒音レベルを推計したと

ころ、住居など14,995戸、道路総延長84kmにつ

いて98.9%が昼夜とも環境基準を達成しました。 

■道路交通振動 

本市では、道路交通振動の実態を把握するため、

自動車騒音と同地点で測定しました。道路交通振

動についての環境基準は設定されていませんが、昼

間、夜間とも特に問題となるような大きな値は測定

されず、令和６年度は全ての地点で要請限度を大

幅に下回りました。 

 

※ 昼間:８～19時、夜間:19～８時 

 

■要請限度とは 

騒音規制法および振動規制法に基づき環境省令

で定める自動車騒音・振動の限度であり、市長は次

のような対応が認められています。 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年度 自動車騒音・道路交通振動測定地点図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和６年度 自動車騒音測定結果 

測定地点 

測定値

(dB) 

要請限度

(dB) 

昼間 夜間 昼間 夜間 

❶ 一般国道44号（新釧路町14） 65 60 

75 70 

❷ 一般国道240号（大楽毛西1-32） 66 63 

❸ 釧路鶴居弟子屈線（鳥取南3-7） 61 54 

❹ 釧路環状線①（春採3-1） 67 57 

❺ 釧路環状線②（昭和町4-8） 61 55 

❻ 駒場通（新川通3-7） 52 45 

❼ 昭和橋通（鳥取大通5-2） 59 52 

❽ 駅前南浜町通（幸町13-2） 65 58 

令和２年度～令和６年度 

道路に面する地域における環境基準達成状況 

住居など 14,995戸 

道路総延長 84km 

昼夜とも環境基準達成 98.9% 

昼間のみ環境基準達成 0.0% 

夜間のみ環境基準達成 0.3% 

昼夜とも環境基準超過 0.8% 

令和６年度 道路交通振動測定結果 

測定地点 

測定値

(dB) 

要請限度

(dB) 

昼間 夜間 昼間 夜間 

❶ 一般国道44号（新釧路町14） 42 31 70 65 

❷ 一般国道240号（大楽毛西1-32） 46 36 70 65 

❸ 釧路鶴居弟子屈線（鳥取南3-7） 34 27 65 60 

❹ 釧路環状線①（春採3-1） 43 32 70 65 

❺ 釧路環状線②（昭和町4-8） 39 32 65 60 

❻ 駒場通（新川通3-7） 28 25 65 60 

❼ 昭和橋通（鳥取大通5-2） 32 26 65 60 

❽ 駅前南浜町通（幸町13-2） 41 31 70 65 

必要に応じて 

要請限度の超過 

道路周辺地域に著しい影響あり 

北海道公安委員会に 
措置を要請 

道路管理者等に 
意見 
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■航空機騒音 

本市では、釧路空港周辺の地域内の２地点で

調査を実施しています。 

令和６年度は全地点で環境基準を達成しました。 
 

※ 測定値は時間帯補正等価騒音レベル（Lden） 

 

航空機騒音測定地点図 

※ 太線枠内：航空機騒音に係る環境基準のあてはめ地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➁公害防止協定に基づく立入調査 

本市では、公害防止協定を締結している事業者

のうち、工場騒音に関して、日本製紙㈱釧路事業

所、王子マテリア㈱釧路工場および㈱釧路火力発

電所の３社と法規制値以下の協定値を定めていま

す。 

協定値の遵守状況は、３社から環境データの報

告を受け、検証し確認しているほか、立入検査や指

導を行っています。 

令和６年度は３社とも協定値を遵守していまし

た。 

 

➂騒音・振動規制法、釧路市公害防止条例な

どによる指導 

建設作業のうち、著しい騒音・振動を発生するく

い打ち機などを使用する作業については、「騒音規

制法」、「振動規制法」により特定建設作業として

届出義務が課せられており、発生する騒音・振動お

よび作業時間などについて規制されています。 

本市では、特定建設作業を施工しようとする事

業者に対して周辺住民への事前説明や騒音防止

対策の実施などの指導を行っています。 

また、「釧路市建設作業指導要綱」により、作業

が１日で終了する場合や指定地域以外で行われる

場合、または無騒音・無振動工法など特定建設作

業に該当しない場合でも、工事内容の報告書の提

出を求め、法規制に準じた指導を行っています。 

 

令和６年度 特定建設作業の届出および指導件数 

届出および指導内容 件数 

特定建設作業届出 15 

改善勧告 ０ 

改善命令 ０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年度 航空機騒音測定結果 

測定地点 類型 測定値(dB) 環境基準(dB) 

❶駒牧２ 
Ⅱ 

48 
62 

❷桜田11 43 

 事業活動による騒音振動の未然防止 

➊➊ 

➊❷ 

釧路空港 
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４ 
快適な生活環境の確保 

［1］環境の状況 

近年の公害苦情は、産業活動に関するものに加

え、身近な市民生活によるものも増えてきており、法

令で対応しきれないものは当事者同士のコミュニケー

ションを図り、解決していくことが重要です。また、

我々の身の回りにある多種多様な化学物質は、日

常生活や事業活動に恩恵を与える一方で、人の健

康や生態系に有害な影響を及ぼすものもあります。

これら化学物質の排出抑制はもとより、排出量の実

態把握が重要となります。 

 

 

公害苦情の状況 

令和６年度に本市に寄せられた公害苦情は 54 件で、昨年度よりも少ない件数でした。公害の種類別

にみると、騒音およびその他（不法投棄）が全体の 75.9％を占めています。 

騒音に関わる苦情については、工事現場における重機使用による音の他、事業者による営業騒音、近

隣住民による生活音など多岐にわたります。 

 
公害苦情件数の推移 

年度 
大気汚染 水質 

汚濁 
騒音 振動 悪臭 その他 合計 

ばい煙 粉じん ガス 

令和２年度 12 1 0 1 25 3 10 13 65 

令和３年度 6 1 0 0 26 6 9 16 64 

令和４年度 10 3 0 1 19 9 8 13 63 

令和５年度 4 4 0 2 21 5 10 17 63 

令和６年度 6 2 0 1 27 0 4 14 54 

 

 

［２］施策 

公害防止対策 

施策の方向性 取り組み 

公害の未然防止 ■公害防止協定を締結している工場・事業場

などと協力し、公害の未然防止に努めます。 

➀公害防止協定検討会議 

➁各種法令に基づく環境影響評価 

➂市有施設の公害防止 

➃最終処分場の適正な維持管理 

○野焼き防止および小型焼却炉
使用防止の啓発、指導 
（P40 参照） 

○がんばる企業応援資金の活用 
（P40 参照） 

○騒音・振動規制法、釧路市公
害防止条例などによる指導 
（P50 参照） 

○公害関係法令手続きの支援 
（P40 参照） 

■公害関係法令に係る届出の受付審査を

し、規制基準などの指導を行います。 

■企業に対し、環境保全設備の導入を支援

します。 

■公害苦情の受付および発生源への指導など

を行います。 

■特定建設作業などに関する届出を徹底さ

せ、現況の把握と現場周辺への周知を図り

ます。 

■マニュアル作成などにより、事業者への公害

関係法令に係る手続きを支援します。 

関連する 
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①公害防止協定検討会議 

本市では、協定の内容についての検討や、協定で

定められた事項の年次報告のため、公害防止協定

を締結している事業者と会議を実施しています。 

令和６年度は協定を締結している４社と各１回

ずつ会議を実施しました。また、日本製紙㈱釧路事

業所との会議においては、同事業所のロータリーキル

ンの廃止に伴う協定の見直しについて検討を行いま

した。 

 

②各種法令に基づく環境影響評価 

環境影響評価は、大規模な開発事業を行う場

合に、事前に環境への影響について調査・予測・評

価を行い、深刻な公害や自然破壊を防ぐための制

度です。国では「環境影響評価法」、北海道では「

北海道環境影響評価条例」が定められています。 

このほか、各種法令においても、環境に影響を及

ぼすおそれのある事業を行う者が、自然環境や生活

環境の保全のため適正な配慮に努める仕組みが整

備されています。 

 

令和６年度 各種法令に基づく評価実施件数 

法令名称 件数 

環境影響評価法 0 

北海道環境影響評価条例 1 

河川法 0 

砂利採取法 11 

採石法 0 

鉱業法 0 

大規模小売店舗立地法 1 

 

➂市有施設の公害防止 

市有施設においては、率先して公害の防止に取

り組むため、ボイラーなどの設備を更新する際は、より

環境負荷の低いものへの入れ換えを進めています。 

また、各種法令に基づく特定施設については、必

要に応じて測定や記録を行っています。 

 

 

 

➃最終処分場の適正な維持管理 

最終処分場では遮水シートを敷設し、浸出水の

地下浸透を防止しています。 

本処分場の地下水については、法令などに基づき

定期的にモニタリング調査を行い、周辺地下水へ影

響のないことを確認することとし、今後も継続して適

切な維持管理を行っていきます。 

また、粉じんおよび悪臭防止対策として、層状埋

立の維持に努めるとともに、埋立作業面の状況を踏

まえて即日覆土などを実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 公害の未然防止 



第２章 施策および環境の状況 第４節 住み良い生活環境の確保 

53   釧路市環境白書 令和７年度版（2025 年度版） 

 

有害化学物質汚染の防止 

施策の方向性 取り組み 

有害化学物質汚染の現

況把握 

■北海道と連携し、大気・水・土壌などに含ま

れる有害化学物質の的確な把握に努めま

す。 

➄ダイオキシン類 

⑥土壌汚染 

 

事業活動による有害化

学物質汚染の未然防止 

■廃棄物の不適正な焼却を防止するため、法

令などに基づく指導や啓発を進めます。 

○野焼き防止および小型焼却炉
使用防止の啓発、指導 
（P40 参照） 

⑦RV モデル農園、市民農園にお
ける農薬の適正使用・管理 

⑧揮発性有機化合物（VOC）
対策 

⑨市有施設 PCB 使用状況の把
握と適正処分 

⑩産業廃棄物処理施設への指
導、事業者との環境の保全に
関する協定の締結 

■農薬などによる土壌の汚染などを防止するた

め、農地や公共施設などにおける農薬などの

適正な使用と管理に努めます。 

■公共事業などにおける有害化学物質汚染

の防止に努めます。 

■公共施設における有害化学物質の使用状

況把握と、適正な処分に努めます。 

■産業廃棄物処理施設の設置者と「環境保

全に関する協定」を締結し、環境への配慮を

推進します。 

■有害ごみの適正処理を推進します。 

 
 
 

➄ダイオキシン類 

ダイオキシン類は、ダイオキシン類対策特別措置

法により、大気の汚染、水底の底質を含む水質の

汚濁および土壌の汚染に係る環境基準が定められ

ています。 

ダイオキシン類の主な発生源は、ごみの焼却によ

るものですが、その他に、たばこの煙、自動車の排出

ガスなどの様々な発生源があります。 

ごみ焼却施設の釧路広域連合清掃工場では、

排ガス処理施設で除去しきれなかった部分が大気

中に排出されます。 

このため、毎年排ガスの濃度測定を行っており、

令和６年度は、基準値をはるかに下回る結果となっ

ています。 

また、本市における一般環境のダイオキシン類の

濃度は、北海道が調査しており、令和５年度は、

釧路川中流の公共用水域の水質、底質ともに環

境基準を達成しています。 

 

 

 

 

 

令和６年度 釧路広域連合清掃工場のダイオキシン類濃度測定結果  

※ 各炉、2回測定の平均値 
※ 基準値はダイオキシン類対策特別措置法で定められたもの 

※ 令和7年12月発行の北海道環境白書‘25による 
 
⑥土壌汚染 

土壌は、一度汚染されると有害物質が蓄積され、

汚染された状態が長く続く特徴があります。 

土壌汚染対策法では、土壌汚染状況調査の結

果、汚染が判明した土地について、健康被害が生

ずるおそれがある場合には要措置区域、健康被害

が生ずるおそれがない場合には形質変更時要届出

区域に指定されます。令和６年度末時点で、市内

３区域が北海道から形質変更時要届出区域とし

て指定されています。 

 

令和５年度 ダイオキシン類調査結果※ 

測定 

項目 
測定地点 

環境基準 

水質(pg-TEQ/L) 

底質(pg-TEQ/g) 

測定値 

水質(pg-TEQ/L) 

底質(pg-TEQ/g) 

水質 愛国浄水場取水口 1 0.067 

底質 愛国浄水場取水口 150 0.21 

 有害化学物質汚染の現況把握 

区分 採取位置 
基準値 

(ng-TEQ/m3N) 

平均値 

(ng-TEQ/m3N) 

１号炉 
煙突中間 0.1以下 

0.0029 

２号炉 0.0021 
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⑦RV モデル農園、市民農園における農薬の適

正使用・管理 

釧路地域に適した有用作物の栽培試験研究を

行う試験ほ場である RV 農園においては農薬の適正

な管理に努めたほか、市民に耕作体験の場および

収穫体験の場を提供する市民農園においては、農

園利用者へ農薬の適正な使用や管理について指定

管理者より必要に応じて助言を行いました。 

 

⑧揮発性有機化合物（VOC）対策 

VOCは、住宅などの新建材・内装材に使われる

接着材や塗料に含まれています。これらが揮発する

と、室内の空気がホルムアルデヒドなどの化学物質に

汚染され、人の健康障害を引き起こすシックハウス

症候群の原因となります。 

そのため、本市では市有施設の全ての工事におい

て施設の室内環境に考慮した対策を実施していま

す。 

令和６年度は、まりも団地B棟公営住宅、グリー

ン団地B公営住宅、川東団地B棟公営住宅で

VOC測定を実施し、厚生労働省の指針値以下で

あることを確認しました。 

 

⑨市有施設 PCB 使用状況の把握と適正処分 

本市では、市有施設所管課の管理のもと、PCB

（ポリ塩化ビフェニル）が含まれる機器の保有状況

を北海道へ届け出ています。 

高濃度 PCB 廃棄物については令和５年３月

31 日が処分期限となっており、期限内に処分を完

了しています。また低濃度 PCB については、令和９

年３月 31 日が処分期限となっており、期限内に処

分されるよう各課で適正に管理されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
⑩産業廃棄物処理施設への指導、事業者との

環境の保全に関する協定の締結 

産業廃棄物の処理は、排出事業者に処理責任

があり、通常、排出事業者自らが処理するかまたは

許可を受けた処理業者に委託して処理されています。

北海道では、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律

」に基づき、排出事業者や処理業者による適正処理

の指導を行っています。 

このほか、北海道では、産業廃棄物処理施設の

設置に際して、事前協議書の提出を求めるなどの事

業者への指導を行っています。 

また、本市では、北海道と連携して生活環境や自

然環境などに配慮した適切な対応を求めるため、処

理施設設置者と「環境の保全に関する協定」を締結

し、適正処理の促進に努めています。 

令和６年度末時点で、９カ所の産業廃棄物処

理施設と協定を締結しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業活動による有害化学物質汚染の未然防止 

 

 

 

 

 

 

PCB を含む安定器 

 



第２章 施策および環境の状況 第４節 住み良い生活環境の確保 

55   釧路市環境白書 令和７年度版（2025 年度版） 

 

５ 
良好な景観形成の推進 

［1］環境の状況 

景観は、日常生活や事業活動、自然・歴史・文

化などの周辺環境が重なり合って形をなす佇まいで

あり、潤いのある個性豊かなまちづくりには不可欠な

ものです。 

本市は、優れた自然の風景地である阿寒摩周、

釧路湿原の２つの国立公園をはじめ、阿寒・音別

地域における森林や田園、丘陵などの自然景観とと

もに、幣舞橋や釧路フィッシャーマンズワーフＭＯＯが

立地する都市的景観を有しています。このような良

好な景観を保全するため、建築物などの新築、増改

築などに対して、周辺景観との調和について協力を

求めるなどの対応を図ってきました。 

平成 20 年（2008 年）には、より一層の景観

施策を推進するため、本市は、景観法に基づく景観

行政団体となり、平成 21 年（2009 年）には、釧

路市景観計画を策定しました。今後は、釧路市景

観計画に基づく実効性ある施策を進め、多彩な景

観資源を守り、育て、その価値を高めながら将来世

代へと引き継ぐことが重要となります。 

 

 

［２］施策 

良好な景観の形成 

施策の方向性 取り組み 

景観法に基づく行為の届出の

受理 

■景観法に基づく行為の届出を受

け、景観形成基準に基づき良好な

景観形成を誘導します。 

➀景観法に基づく行為の届出の受理 

景観形成推進区域の保全 ■地域の景観特性を生かすため、景

観形成推進区域の保全を図り、周

辺景観との調和を求めます。 

➁景観計画重点区域、景観形成推進

区域の指定 

➂農村景観形成活動事業 

景観重要建築物、 

景観重要樹木の指定 

■特徴的な外観を有し、地域のシン

ボルとなる建築物や樹木を指定し、

これらの良好な保全に努めます。 

➃景観重要建造物、景観重要樹木の

指定 

➄花時計の花植え込み 

景観づくりの普及、啓発 ■景観づくりに関する普及、啓発活動

を行い、景観に対する市民意識の

向上を図ります。 

➅違反広告物簡易除去 

⑦景観づくりに関する普及啓発活動 

⑧公共建築物の景観配慮 

⑨空き地の適正管理 

⑩道路の管理 

   

①景観法に基づく行為の届出の受理 

一定規模を超える建築などの行為を行う場合は、

「景観法」に基づく届出が必要です。令和６年度は

31件の届出がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 景観法に基づく行為の届出の受理 

関連する 
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②景観計画重点区域、景観形成推進区域の指定 

特に良好な景観づくりを進める区域として、地域

を活性化する拠点として良好な景観を形成する必

要がある区域や、観光の振興や文化の交流の促進

を図る上で良好な景観を形成する必要がある区域

を「景観計画重点区域」、良好な自然景観や田園

景観を有し周囲の景観とともに良好な景観を将来

にわたり保全していくことが必要な区域を「景観形成

推進区域」として指定します。 

平成16年４月から道道釧路空港線周辺地区

を景観形成推進区域として指定しています。 

 

③農村景観形成活動事業 

農業農村交流拠点施設のある山花地区を中心

として農村景観形成の整備振興を図るため、市民

協働で植栽などを行っています。令和６年度は延べ

12 人が参加し、マリーゴールド、ペチュニアなど 150

株を植栽しました。 

 
 

 

④景観重要建造物、景観重要樹木の指定 

特徴的な外観を有し地域のシンボルとなる建築

物や樹木を景観重要建造物、景観重要樹木に指

定します。現在該当する物件はありません。 

 

⑤花時計の花植え込み 

本市中心部のシンボ

ルである花時計において

花の入れ替えを実施

し、市民や観光客の目

を楽しませました。 

 
 
令和６年度 花時計の花入れ替え状況 

入れ替え時期 花の種類 株数 

5 月 パンジー 1,300 

6 月 マリーゴールド 1,300 

8 月 ベゴニア 1,300 

10 月 小菊 480 

 

➅違反広告物簡易除去 

屋外広告物は、身近な情報を伝える手段として

親しまれ、見る人に楽しさを与え、街の賑わいを演出

します。 

しかし、屋外広告物が無秩序に氾濫すると、景観

や環境を損ないます。屋外広告物と都市・自然景

観や環境との調和を図り、広域な北海道における適

切な屋外広告物行政を推進するため、北海道条例

により屋外広告物のルールが定められています。 

本市では、美しい街並みなど良好な景観の形成

に取り組むため、北海道と連携を図り、屋外広告物

の規制を適切に実施しています。 
 
⑦景観づくりに関する普及啓発活動 

景観づくりに関する普及啓発活動の一環として、

釧路市景観計画の概要や、釧路らしい魅力ある景

観づくりについての出前講座を行っています。 

また、景観について興味関心を持ってもらうため、

８月から９月にかけて、コミュニティーセンターなど、市

内６カ所でパネル展示を行っています。 
 
⑧公共建築物の景観配慮 

学校などの公共施設の整備に当たっては、周辺

の景観との調和を図るよう景観の配慮に努めていま

す。 

令和６年度は、釧路市景観審議会色彩部会に

おいて、釧路市学校給食センターの外壁色を決定

しました。 
 
⑨空き地の適正管理 

本市では、空き地の所有者が適正な管理を行う
ように、「釧路市空き地管理指導要綱」を定め、所
有者への指導や草刈業者のあっせんを行っています。 

令和６年度は、空き地に関する苦情に対し、要
綱に基づく指導を58件実施しました。 

また、市有地（未利用地）については草刈を行
っており、令和６年度は38,819㎡の草刈を行いま
した。 
 
⑩道路の管理 

本市では、舗装道路の計画的な維持補修や路
面の清掃、草刈り、適正使用の指導を行っています。 
 
令和６年度 道路の管理状況 

舗装道路の維持補修 （33 路線）3.5km 

路面の清掃 1,022.6km 

排水路の草刈 4.1km 

道路路肩の草刈 175.2km 

適正使用の指導 67 件 

 

 景観重要建築物、景観重要樹木の指定 

 景観づくりの普及、啓発  景観形成推進区域の保全 
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６ 
ゆたかな緑とふれあえる水辺の確保 

［1］環境の状況 

本市の主な緑は、豊かな自然環境を有する森林

や湿原、平野部の農地、自然と市街地を結ぶ河川、

そして市街地やその周辺の緑地から構成されていま

す。 

これらの緑化を推進するため、公園・緑地の整備

を行うとともに、市街地周辺に存在する本市の恵ま

れた自然環境とのつながりにも配慮しながら、市民・

事業者と連携協力した緑化活動などを進める必要

があります。 

 

「第 2 次釧路市緑の基本計画」における目標 

 基準年度（2019 年度） 目標年度（2040 年度） 

都市公園区域における都市公園の面積  25m2/人以上の維持保全 

市街化区域における都市公園の面積 175ha 178ha※ 

市民、事業者、行政の協働で維持管理する公園数 延べ 126 カ所 延べ 132 カ所 

改修や更新を行う公園数  概ね 20 年間で 130 カ所 

※整備予定の公共施設緑地を含む。目標年次は、おおむね 2030 年度（令和 12 年度）とする。 

［２］施策 

緑化による環境保全 

施策の方向性 取り組み 

貴重な自然資源の

維持保全の継続 

■釧路湿原や阿寒湖周辺の森林などを、周辺
市町村や関係機関と連携しながら維持保全
に努めます。 

○阿寒湖畔ビジターセンター運営推進
協議会（P30 参照） 

○釧路湿原国立公園連絡協議会
（P29 参照） 

➀自然や文化を活かした観光施策 

○地域制緑地などの制度活用状況
（P30 参照） 

■阿寒湖周辺に観光地として自然と身近にふ
れあえる環境を創出します。 

■阿寒地域、音別地域の大部分および釧路
地域外縁部に見られる豊かな森林資源や阿
寒川、舌辛川、音別川などの河川環境を、
動植物の多様性に配慮しながら維持保全を
図ります。 

市街地の緑の保全 ■新釧路川、釧路川、仁々志別川、阿寒川

などの川沿いの緑を維持保全します。 

➁新釧路川、釧路川、仁々志別川、
阿寒川などの川沿いの緑の維持保全  

➂春採公園の整備 
➃武佐の森の整備 
➄「緑の愛護賞」表彰 

➅企業立地促進条例に基づく補助金
の交付 

⑦公園花壇づくり 
⑧公園への植樹 
○植樹・育樹事業（P10 参照） 
⑨花いっぱい運動推進事業 
⑩ボランティアサポートプログラム事業 
⑪街のみどりパネル展 

■春採湖や武佐の森緑地などの貴重な自然

環境を維持保全します。 

■既存の公園緑地などの適切な維持管理に

努めるとともに、地域住民と協力して行う花

壇づくりなどの緑化活動を継続して行います。 

環境維持機能を持

つ緑の保全 

■釧路地域郊外にある国立公園地域界まで

の湿地帯において、現況植生の維持につい

て配慮します。 

○釧路湿原の保護、保全を図るための 
都市的土地利用の考え方 
（P30 参照） 

⑫グリーンインフラに関する取り組みの
推進 ■「グリーンインフラ」に関する取り組みを進めます。 

関連する 

S D G s 

参考 
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➀自然や文化を活かした観光施策 

環境省の「国立公園満喫プロジェクト」（国立公
園の保護と利用の好循環により、優れた自然を守り
地域活性化を図る取り組みみ）に選定されている
阿寒摩周国立公園では、自然環境の保全を踏ま
え、資源やエリアなどを新たに活用する取り組みが推
進されており、これまで遊歩道を活用した夜のデジタ
ルアートプログラムの整備などが行われてきました。 

令和６年度は、アドベンチャートラベル（AT）の
推進を図るため、国、北海道、道内他市町村及び
観光関係団体等と広域的に連携し、各種商談会
への出展及びディスティネーション向上のための情報
発信を行い、国内外のAT関係者とのネットワーク強
化等を行いました。 

 

 

②新釧路川、釧路川、仁々志別川、阿寒川など

の川沿いの緑の維持保全 

 本市を流れる河川は、市街地の緑の大きな軸を
形成しています。これら河川沿いの緑を親水空間と
して整備し有効活用するなどして維持保全に努めて
います。（P60 参照） 
 

➂春採公園の整備 

春採湖を包含する春採公園は、市街地内におい
て貴重な自然に恵まれ、自然観察ができる憩いの
場として多くの市民に親しまれています。野草園や野
鳥観察などの施設、春採湖を１周できる周遊園路
はジョギングや散策に利用されています。 
 

➃武佐の森の整備 

武佐の森は、市街地に接した緑地で、野鳥をは
じめとする野生生物が数多く見られるなど豊かな自
然が残っています。 

また、貝塚や住居跡などの遺跡も多く、地域住民
の憩いの場、環境学習の場となっており、散策路や
広場、休憩施設などが整備されています。 
 

➄「緑の愛護賞」表彰 

公園や道路の美化・緑化活動を長年続けている

個人や団体を表彰しています。 

令和６年度は個人の部１件を表彰しました。 
 

➅企業立地促進条例に基づく補助金の交付 

本市では、「釧路市企業立地促進条例」に基づ

き、敷地面積や建物面積が一定規模以上の工場

の新設または増設に際して、緑地の整備費用の一

部を補助しています。 

⑦公園花壇づくり 

令和６年度は、地域の住民と協力し、柳町公園
D ブロックに 750 株の花苗で花壇整備をしました。 

また、「緑いっぱい市民運動」世話人会が、鶴ケ
岱公園他５公園にチューリップの球根 15,250 球、
栄町平和公園他４公園にブルーサルビア、マリーゴール
ドなどの花苗 2,900 株を植えました。 
 

⑧公園への植樹 

令和６年度は、鳥取10号公園にミズナラ５本を

植えました。 

また、市民と協力して花壇づくりを行っている「はな
はな広場」がある柳町公園 D ブロックでは、寄付を受
けてチョウセンヤマツツジ 18 株を植えました。 

 

⑨花いっぱい運動推進事業 

阿寒地域の国道240号

線の両側歩道への花の植

栽および清掃活動を実施

しています。 

令和６年度は植栽、清

掃活動などに延べ3,196

人が参加しました。 
 

⑩ボランティアサポートプログラム事業 

音別地域の国道38号

線沿い植樹桝への花の植

栽および歩道清掃を実施

しています。 

令和６年度は植栽、清

掃活動などに延べ210人

が参加しました。 
 

⑪街のみどりパネル展 

緑化意識の向上のため、前年度の花壇コンクール

の写真パネルなどのほか、花の種の無料配布を行っ

ています。 
 

 

⑫グリーンインフラに関する取り組みの推進 

 グリーンインフラとは、ヒートアイランド現象の緩和や

雨水の貯留浸透などの自然環境（緑）が有する多

様な機能をインフラの整備や維持管理に活用する考

え方です。  

そのようなグリーンインフラの考え方の理解や浸透

を図りながら、緑化による環境保全に関する各種施

策の取り組みを進めています。

 貴重な自然資源の維持保全の継続 

 市街地の緑の保全 

 環境維持機能を持つ緑の保全 
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健康、レクリエーション機能の維持 

施策の方向性 取り組み 

公園などの整備および効

率的な維持管理 

■公園などを継続して整備するとともに、社会

経済状況の変化に対応した適正な公園配

置を行います。 

⑬公園、緑地の整備 

⑭公園里親制度 

⑮釧路大規模運動公園の充実 

⑯親水空間の有効活用 

⑰山花公園、キャンプ場などの利

用促進 

⑱長期未整備公園の見直し 

■多様な主体による管理体制の強化を図りな

がら、公園などの効率的な維持管理を行い

ます。 

■身近な緑の拠点としての山花公園、釧路大

規模運動公園および阿寒丹頂の里、音別

憩いの森などについて、利用者のニーズ変化

に対応した施設の管理運営に努めます。 

■釧路川リバーサイド緑地や市街地郊外で自

然とふれあえる緑地など、市民に潤いを与え

る緑の保全に努めます。 

■山花公園や仁々志別川の緑地などを結ぶ

レクリエーションネットワークを形成する釧路阿

寒自転車道の適切な維持管理を図ります。 

■既存の公園などの機能の集約や再編、長

期未整備公園の廃止を含めた見直しを検

討します。 

親水性豊かな水辺の整

備・管理 

■千代ノ浦マリンパークなど、地域特性を生か

した親水性豊かな水辺の整備・管理を進め

ます。 

⑲千代ノ浦マリンパークの管理 

 

 

⑬公園、緑地の整備 

本市では、公園や緑地の整備や充実を進めてい

ます。本市には、「都市公園法」に基づく「都市公園」

と、「釧路市ふれあい公園条例」に基づく「ふれあい

公園」があります。 

令和６年度末の市内の公園の開設状況は、次

のとおりとなっています。 

 

令和６年度 公園の開設状況 

公園の種類 箇所 面積(ha) 

都

市

公

園 

街区公園 209 41.73 

近隣公園 16 28.10 

地区公園 5 27.20 

総合公園 4 156.00 

運動公園 1 66.55 

特殊公園 1 0.63 

都市緑地 23 191.33 

ふれあい公園 14 11.91 

合計 273 523.45 

⑭公園里親制度 

本市では、清掃や草刈などの公園の美化活動に

ついて、区域を決めてボランティアに委任する「公園

里親制度」を実施しています。 
 

令和６年度 公園里親登録状況 

里親（団体）数 活動人数 

33 688人 
 
⑮釧路大規模運動公園の充実 

釧路大規模運動公園は、全国規模の大会も可

能な総合体育館「湿原の風アリーナ釧路」や野球場、

陸上競技場、テニスコート、ゲートボール場、ソフトボ

ール場などの運動施設を供用しています。 

園内には運動施設のほか、子供の広場や水辺広

場、湿原を散策する木道なども整備されており、子ど

もから大人まで幅広い世代がスポーツはもとより、遊

び、散策、休憩などさまざまな利用を通してリフレッシュ

し、健康増進を図ることができます。 

令和６年度は遊戯施設の整備を行いました。 

 公園などの整備および効率的な維持管理 
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⑯親水空間の有効活用 

■釧路川リバーサイド緑地 

幣舞橋からJR橋間を釧路川リバーサイド緑地とし

て位置づけ、親水性豊かな河川空間を創出するた

め、ぬさまい広場をはじめとした６カ所の拠点広場や、

堤防を利用したプロムナードが整備されています。観

光客や市民に広く利用されています。 

 

■港湾緑地 

釧路港の港湾緑地周辺には、釧路フィッシャーマ

ンズワーフ MOO・EGG や、幣舞橋、港文館などがあ

り、釧路川リバーサイドと一体となって、釧路を代表

する景観が形づくられています。 

また、臨海部防災拠点として整備された「耐震・

旅客船ターミナル」は、平常時には旅客船のターミナ

ルとして活用されることにより、隣接する観光拠点施

設との一体的な賑わい空間の創出に貢献しています。 

 

■新釧路川緑地 

新釧路川は、水と緑による広い空間を形成し、郊

外から市街地までを直線状に貫いている市の代表

的な景観地です。 

本市では、新釧路川の河川敷に野球場・サッカー

場などの運動施設や園路、芝生、サイクリングロード

などが整備されています。 

 

⑰山花公園、キャンプ場などの利用促進 

山花公園は、旧釧路市と旧阿寒町にまたがる公

園で、動物園、池広場、オートキャンプ場などが整備

されています。 

令和６年度はオートキャンプ場で七夕祭りやハロ

ウィン祭りを実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

⑱長期未整備公園の見直し 

長期未整備公園とは、将来的に公園を整備する

区域を定めているものの、長期間整備が行われてい

ない公園を指します。 

人口減少や少子高齢化などの社会経済情勢の

変化や、コンパクトなまちづくりの推進など、公園を取

巻く環境は大きく変わってきており、長期未整備公園

の中には当初の計画どおり整備する必要性が低下し

ているものもあります。 

公園の必要な整備や維持管理に努める一方、長

期未整備公園については、コンパクトなまちづくりを実

現するための釧路市立地適正化計画を踏まえ、既

に供用している公園とのバランスや地域の特性などを

勘案しながら、廃止を含めた見直しを進めます。 

 

 

⑲千代ノ浦マリンパークの管理 

千代ノ浦海岸では、漁港整備に併せて、市民が

水辺に親しめる施設として、釣護岸、親水公園、休

憩棟（バーベキューコーナー）などの施設が整備さ

れています。 

令和６年度は、5,304人が休憩棟（バーベキュー

コーナー）を利用しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 親水性豊かな水辺の整備・管理 

 

 

 

 

子供の広場（遊具、水辺） 

 

 

 

千代ノ浦マリンパーク 
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１ 
第５節 環境教育・環境保全活動の推進 

環境教育・環境学習の推進 

［1］環境の状況 

環境問題を解決するためには、環境教育・環境

学習の促進により、一人ひとりが環境への理解を深

め、日常生活や事業活動において、環境に配慮した

行動を実践することが何より重要です。 

本市では、将来地域の担い手となる小・中学生が、

釧路市の良好な環境を保全するための行動ができ

る力を育むことを目的に、様々な環境教育や自然体

験による学習を実施しているほか、市民、事業者の

環境保全意識の向上を図るための取り組みも実施

しています。 

本市の良好な環境をこれからも保全していくために

は、環境教育の一層の充実と一人ひとりの環境保

全意識向上への意識啓発強化を図る必要がありま

す。

 

 

 

［２］施策 

学校における環境教育の推進 

施策の方向性 取り組み 

環境意識の向上 ■釧路市学校版環境 ISO による環境行動に

取り組みます。 

①学校版環境 ISO 

②小中義務教育学校における 

校区、公園などの清掃 

③小中義務教育学校における 

リサイクル活動 

④グリーン購入の普及啓発 

■校区や公園のごみ拾いによる環境美化活

動を推進します。 

■紙や牛乳パックなど、身近な資源物のリサイ

クル活動を推進します。 

■環境にやさしいエコ文具やリサイクル製品、パ

ネル展示などのグリーン購入の普及啓発を行

います。 

環境学習の機会の確保 ■環境関連の施設見学、自然体験を行う機

会の確保に努めます。 

➄自然体験学習 

➅エコ教室の実施 

○音別町体験学習センター 

（P33 参照） 

⑦博物館展示を通じた普及教育

活動  

⑧動物園北海道ゾーンの整備 

■児童向けに地球温暖化とその対策について

理解を深めるイベントの実施に努めます。 

■動物園や博物館、音別町体験学習センタ

ーにおける展示・体験内容の充実を図りま

す。 

目標と管理指標 

指 標 
基準年 

2019年度 
（令和元年度） 

2023年度 
（令和５年度） 

2024年度 
（令和６年度） 

目標値 
令和12年度 
（2030年度） 

学校版環境ISOの実施割合 100% 100% 100％ 
100% 

(100%を維持) 

関連する 

S D G s 
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①学校版環境 ISO 

平成18年度から全校で環境に対する取り組みの

中にISOの「計画」「実施」「点検」「見直し」のサイク

ルを取り入れ、児童・生徒の環境意識の向上を目

指しています。 

令和６年度は全ての小中義務教育学校で児童

・生徒が主体となって節電や節水、ごみの分別・減

量、校内外の清掃、花壇の整備などの取り組みを

設定して環境ISOを実践しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②小中義務教育学校における校区、公園などの清掃 

児童・生徒が、校舎周辺、校区内の公園・海岸

のごみ拾いなどを通じて、環境保全・美化に取り組ん

でいます。このほか、花壇の整備を実施している学校

もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

③小中義務教育学校におけるリサイクル活動 

児童・生徒が限りある資源を有効に活用する意

識を養うため、プルタブやペットボトルキャップ、古紙な

どのリサイクル活動に取り組んでいます。 

 

④グリーン購入の普及啓発 

本市では、自らグリーン購入に取り組むだけでなく、

その観点を広く消費者へ普及させるため、学校を中

心にグリーン購入適合商品を展示し、実際に手に取

ってもらう取り組みをすすめています。 

 

 

 

⑤自然体験学習 

各小中義務教育学校では、宿泊研修や遠足な

どの行事において、春採湖や武佐の森、阿寒湖など

の地域の良好な自然とのふれあい体験を取り入れて

います。 

⑥エコ教室の実施 

本市では、環境問題やその対策について子どもた

ちにより身近に感じてもらうため、学校向けに様々な

分野の講師によるエコ教室を実施しています。 

 
また、令和５年度より借り上げバス等を利用して、

環境学習施設等での環境学習・環境教育を実施

する場合に、バス等借り上げに係る費用の助成を行

う、「釧路市体験型環境学習支援事業」を実施しま

した。 

令和６年度は申請のあった５校へ助成を行いま

した。 

⑦博物館展示を通じた普及教育活動 

釧路地方の自然について知ってもらう機会を作る

ため、博物館や市内の公共施設などで、いきものや

自然に関する企画展を開催しています。 

また、常設展示室においても釧路地域の動植物

などを紹介するコーナーの展示を拡充し、地域の自

然の豊かさを実感してもらえるように努めています。 

 

⑧動物園北海道ゾーンの整備 

 釧路市動物園では、道東地域に生息する希少

な動植物の保全について、来場者に理解を深めても

らうため、北海道ゾーンを整備しています。 

 北海道ゾーンは、園内に住み着いた野生動物も

含めた自然環境を背景に、北海道でみられる動物

たちを展示し、ボランティアによるガイドも実施していま

す。 

令和６年度 エコ教室の実施状況 

講座名 実施先 
参加 

人数 

エネルギーと地球環境 

エコ工作 
阿寒湖義務教育学校 8 

身近なものを活用した 

地球温暖化対策 
東雲小学校 53 

エネルギーと地球環境 
SDGsと釧路における 
地球温暖化対策 

興津小学校 28 

SDGsと釧路における 

地球温暖化対策 
鶴野小学校 65 

エネルギーと地球環境 大楽毛小学校 34 

 環境保全意識の向上  環境学習の機会の確保 

 

 

 

 

小中義務教育学校での環境保全・美化の取り組み 

 

 

 

 

 

小中義務教育学校での学校 ISO の取り組み 
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環境保全意識の向上 

施策の方向性 取り組み 

こどもエコクラブ活動の普及 ■小・中学生によるこどもエコクラブ活動を

普及・支援します。 
⑨こどもエコクラブの普及、活動支援 

環境学習への支援 ■環境学習会、自然観察会などの多様

な機会の確保に努めます。 
⑩環境イベントへの出展 

⑪環境に関連した出前講座の講師
派遣 

⑫環境関連資料の収集・貸し出し 

⑬環境学習会、自然観察会などの
開催 

■環境関連イベントでの展示などによる普

及啓発を行います。 

■市職員を講師として派遣する出前講座

を充実します。 

■図書館などの社会教育施設で環境関

連資料の収集、展示をします。 

 

 

⑨こどもエコクラブの普及、活動支援 

こどもエコクラブとは、幼児から高校生までなら誰で

も参加できる環境活動のクラブです。平成７年度に

環境省事業として始まり、平成23年度から㈶日本

環境協会が運営しています。本市は、こどもエコクラ

ブ地域事務局として、市有施設利用時に入場料金

の一部が免除されるこどもエコクラブカードを発行する

など子どもたちの活動

を支援しています。 

令和６年度は、地

域事務局内で６人

（１クラブ）の子ども

たちがこどもエコクラブと

して登録し、活動しま

した。 

 

 

⑩環境イベントへの出展 

本市では、市民団体が開催する環境に関するイ

ベントへ出展しています。令和６年度はイオン釧路

店で開催されたくしろみんなの環境展と、ウインドヒル

くしろスーパーアリーナ（湿原の風アリーナ釧路）で

開催されたくしろ子育て応援フェスティバルでエコバッ

グ作りを実施しました。 

 

 

 

 

 

 

⑪環境に関連した出前講座の講師派遣 

本市では、釧路市生涯学習まちづくり出前講座

（申込先：市教委生涯学習課）を実施していま

す。環境に関する講座も実施しており、講師として担

当課の職員を派遣しています。 

 

 

⑫環境関連資料の収集・貸し出し 

釧路市中央図書館などの図書館施設では、市

民の自主的な環境学習を支援するため、環境関連

資料の整備を進めています。特に中央図書館では、

環境関連展示の受入や特設コーナーの設置などに

より、環境関連資料の展示も行っています。また、本

市では市内の自然観察地の見どころなどを紹介した

「くしろ自然ウォッチングガイド」をはじめとした資料など

を作成しています。 

 

⑬環境学習会、自然観察会などの開催 

本市では、市民の環境教育・環境学習の普及を

推進するため、環境学習会、自然観察会などの普

及啓発事業を開催しています。令和６年度の開催

実績は次のとおりです。 
 

令和６年度実績 環境に関する出前講座 

講座名 回数 参加者 担当課 

釧路川と水道水 1 26 水質管理課 

かんきょうの話 6 125 環境保全課 
（環境管理係） 

春採湖の特定外来
生物について 

- - 環境保全課 
（自然保護係） 

ごみ減量とリサイクル ２ 20 環境事業課 

 こどもエコクラブ活動の普及  環境学習への支援 

 環境学習への支援 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

こどもエコクラブカード 

 

 

 

 

 

くしろ子育て応援フェスティバル

2024 

パネル展示 

 

 

 

 

 

くしろみんなの環境展 
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環境学習会、自然観察会などの開催実績 

名称 会場 回数 参加者 担当課 

環境月間パネル展 

釧路市役所、釧路市中央図書館、
阿寒町公民館、釧路市音別地域
交流拠点施設、イオンモール釧路昭
和、北海道釧路総合振興局 

6 - 

環境保全課 

春採湖なんでもパネル展 

イオンモール釧路昭和（環境月間パ

ネル展と同時開催）、釧路市役所

、釧路市中央図書館 

3 - 

ウチダザリガニ捕獲体験教室 春採湖畔及び博物館 1 15 

ごみ処理施設見学会 ごみ処理施設 4 109 
環境事業課 

生ごみ減量講習会 
コア鳥取、コアかがやき、まなぼっと幣
舞、釧路市役所防災庁舎 

4 49 

げんきの森 音別町ふれあいの森 1 17 農林課 

街のみどりパネル展 

釧路市役所防災庁舎、阿寒町公

民館、釧路市音別地域交流拠点

施設 

3 391 公園緑地課 

下水処理場見学会 古川下水終末処理場 21 967 下水道施設課 

企画展「サケとマス～誕生・回帰・遡上～」 博物館 1 8,395 

博物館 

巡回展「カメラは見た！動物たちの素顔」 博物館 1 11,994 

講演会「サケと人とのかかわりかた」 博物館 1 34 

春採湖畔探鳥会 春採湖畔 7 204 

春採湖畔草花ウオッチング 春採湖畔 5 141 

初夏の探鳥会 釧路町 1 33 

しらべてみよう春採湖の昆虫 春採湖畔 3 45 

春採湖 汽水のいきもの観察会 春採湖畔 1 13 

サケしらべ隊 釧路湿原 1 4 

冬のいきもの観察会 釧路町 1 24 

サマースクール 動物園 1 11 

動物園 北海道ゾーンガイド 動物園 22 46 

北海道ゾーンスポットガイド 動物園 71 443 

マリモ生育地観察会 阿寒湖 3 41 阿寒教育事務所 

環境情報の充実 

施策の方向性 取り組み 

環境の現況や施策の公表 ■環境の現況や施策の実施状況を「釧路市環

境白書」に取りまとめて公表します。 
⑭環境白書の発行 

環境情報の発信 ■環境に関する情報を収集するとともに広報紙

やホームページなど、さまざまな媒体を用いて、

分かりやすい環境情報の発信に努めます。 

⑮SNS による環境情報発信 

⑯環境ニュースの作成・発行 

 

 

⑭環境白書の発行 

本市の環境の現況や施策の実施状況などを明ら

かにするため、釧路市環境白書を年１回発行して

います。 

 

 

 

 

 

 

⑮SNS による環境情報発信 

本市では、パネル展や出前講座などによる啓発が
難しい 20 代から 40 代の市民をターゲットに、SNS
による情報発信を開始しました。令和６年度時点の
アカウントフォロワー数は 1,001 人です。 

 
⑯環境ニュースの作成・発行 

ごみの減量や、家庭での二酸化炭素の排出削減

などについて啓発をするため、年２回発行し、町内

会で回覧しています。 

 環境の現況や施策の公表  環境情報の発信 
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２ 
環境保全活動の推進 
［1］環境の状況 

環境問題を解決するためには、市民参加を前提

として、市・市民・事業者・市民団体などが相互に連

携を図り、広域的な取り組みを必要とする課題では、

近隣自治体や国・北海道などと連携して対処するこ

とが肝要です。 

このことから、本市では環境保全活動を担える人

材を育成するため必要な支援を行うほか、環境や廃

棄物などに関する重要事項を審議する各種審議会

への市民参加を促す一環として、委員の公募を行っ

ています。 

また、広域連携としては、釧路湿原や釧路川流

域などの自然環境保全を目的とした協議会の運営

や、ごみの焼却処理に伴う環境負荷の削減を目的

とした広域ごみ焼却施設の共同運営が行われていま

す。 

今後においては、市民の自主的な環境保全や環

境政策形成への活動参加を促すとともに、関係機

関と緊密に連携を図りながら、本市の総合的な環境

の向上を図るため、地域が一体となった環境保全活

動を推進する必要があります。

 

 

［２］施策 

 

協働による環境保全活動の推進 

施策の方向性 取り組み 

環境政策形成への市民参

画 

■環境に関する各種審議会委員の公

募などにより、市民の参画を促進しま

す。 

➀環境に関する審議会への公募委員の

参加 

 

広域連携による施策の推進 ■広域的な取り組みを必要とする施

策などについて、近隣自治体・広域

連合・国・北海道などの関係機関と

連携した取り組みを進めます。 

②広域連携の取り組み 

③道、関係機関などと連携した取り組み 

■北海道などの関係機関と連携した

取り組みを進めます。 

 

 

①環境に関する審議会への公募委員の参加 

本市では、環境や廃棄物などに関する重要事項

を調査審議する各種審議会の委員を公募していま

す。 

 

環境に関する審議会の公募委員数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名  称 委員数 
 

うち 

公募数 

釧路市環境審議会 18 2 

釧路市廃棄物減量等推進審議会 17 2 

 

関連する 

S D G s 

 環境政策形成への市民参画 
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②広域連携の取り組み 

 本市は、釧路湿原や釧路川流域などの自然環境

保全を目的とした協議会の運営や、ごみの焼却処

理に伴う環境負荷の削減を目的とした広域ごみ焼

却施設の共同運営を行っています。 

 また脱炭素の普及啓発

を広域的に行うため、令和

5 年 12 月 25 日に釧路

町・釧路信用金庫との三

者にてデコ活宣言を実施し

ました。新たな国民運動の

PR を行い、事業者向けの

啓発についても広域的に進めることとしています。 

令和６年６月には、イオン釧路店にて「くしろみん

なの環境展」を釧路町と共催しました。 

 

 

 

 

 

③道、関係機関などと連携した取り組み 

本市は、釧路湿原の保全などの自然環境保全

や公害防止などの生活環境保全をはじめとする幅

広い分野において、国、北海道、他の地方自治体

との連携や協力の下に、環境保全の施策を推進し

ています。 

 

環境分野における広域連携の状況 

市民などによる環境保全活動への支援 

施策の方向性 取り組み 

環境保全活動への支援 ■環境保全に関連する市民団体

などの育成、支援を進めます。 
④環境に関する市民団体などへの補助 

➄釧路市連合町内会環境美化活動推進 
事業補助金の交付 

○植樹・育樹事業（P10 参照） 

○市民との協働による清掃活動（P23 参照） 

○公園里親制度（P59 参照） 

○環境イベントへの出展（P63 参照） 

■地域における環境保全活動へ

の市民参加や協働の機会の充

実を図ります。 

 

 

④環境に関する市民団体などへの補助 

■「緑いっぱい市民運動」世話人会 

「緑いっぱい市民運動」世話人会は、釧路を緑と
花で埋め、潤いのある住みよいまちづくりを住民自ら
による運動で進めることを目的に、市民、町内会、企
業などを構成員として昭和 46 年に発足しました。 

本市は、育樹事業や花壇コンクールの実施、釧
路サクラ守創造塾の運営、地域に根差した園芸書
の発行ほか、その積極的な都市緑化の推進に補助
をしています。 
 
■釧路自然保護協会、春採湖の会 

環境保全および自然との共生の推進のため、市
民団体や事業者による自発的な取り組みを支援し
ています。 

➄釧路市連合町内会環境美化事業補助金の交付  

本市では、町内会活動を通じた緑豊かなきれい

なまちづくりを推進するため、釧路市連合町内会が

行う事業に対し補助金を交付しています。釧路市連

合町内会では町内会を主体とした全市的な取り組

みである「春の全市一斉清掃」や「秋の自主清掃」の

ほか、地区連町を主体とした地域の環境美化活動

を実施しており、ごみのない清潔なまちづくりや全世

代の環境保全活動への参加を促進しています。 

名  称  

デコ活の普及啓発の取り組み P７参照 

釧路広域連合 P24参照 

釧路湿原国立公園連絡協議会 P29参照 

釧路湿原を美しくする会 P29参照 

阿寒湖畔ビジターセンター 
運営推進協議会 

P30参照 

阿寒湖世界自然遺産登録地域連絡会議 P30参照 

阿寒湖のマリモ保全推進委員会 P32参照 

釧路国際ウェットランドセンター P34参照 

 環境保全活動への支援 

 広域連携による施策の推進 

 

 

 

 

くしろみんなの環境展 
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本市は、第２次釧路市環境基本計画に基づい

て環境施策を推進していくため、釧路市環境対策

推進会議を中心として、庁内各部局との調整を図り

ながら取り組みを進めています。年度ごとの取り組み

実績と目標の達成状況は環境白書として取りまとめ

られ、環境審議会に報告するとともに、市ホームペー

ジでも公表しています。 

  

１ 計画の推進体制 

■ 釧路市環境対策推進会議 

環境施策は、行政分野全般と関わることから

各部局との連携による取り組みが必要です。 

本市では、庁内に釧路市環境対策推進会議

を設置し、各部局と連携を図りながら環境施策を

総合的かつ計画的に推進しています。 

 

 

   環境対策推進会議の開催状況 

令和６年度開催数 １回 

 

組織構成（23 人）令和７年3月末現在 

市長部局 18 人 

教育委員会 ２人 

公営企業、小部局 ３人 

■ 釧路市環境審議会 

市民および有識者から構成される釧路市環境

審議会は、「釧路市環境基本条例」に基づき、環

境基本計画に関することや環境施策の重要事項

を調査審議するために設置されています。 

 

 

 

 

 

 

環境審議会の開催状況 

 

 

委員構成（18 人）令和７年３月末現在 

学識経験者 7 人 

関係行政機関 ２人 

関係団体 ２人 

地域住民団体 5 人 

市民公募 2 人 

２ 進行管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年度開催数 ５回 

P LAN（計画）  D O（実行）  C HECK（点検・評価） 

環境基本計画 施策の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CTION（見直し）  

（必要に応じて） 

計画の見直し 
施策の見直し 

 

 

 

環
境
審
議
会 

（意見） 

環境対策推進会議 

施策の実施状況の把握 

 

目標の達成状況の確認 

 

釧路市環境白書 

点検・評価結果の公表 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

令和６年度第１回環境審議会の様子 
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